
越
後
の
天
和
検
地
と
農
村
構
造
の
展
開
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松

へ

水

靖

夫

【
要
約
】
　
高
田
藩
の
寛
永
期
の
里
家
は
、
名
子
の
持
高
と
貢
租
を
自
己
名
儀
の
も
と
に
代
表
し
、
耕
地
の
不
充
分
な
一
部
の
里
家
や
名
子
を
小
作
一
榴
役

労
働
関
係
の
中
に
包
摂
し
、
農
業
生
産
と
生
活
に
関
す
る
族
縁
的
共
同
体
の
よ
う
な
も
の
を
形
成
し
た
。
寛
永
末
年
か
ら
寛
文
延
宝
期
に
か
け
て
、
役
家

以
外
の
家
族
・
名
子
等
の
新
高
持
が
多
数
出
現
し
た
が
、
濃
業
生
産
の
中
心
は
ま
だ
複
合
家
族
季
作
経
営
で
あ
っ
た
。
だ
が
ま
た
、
お
そ
く
と
も
寛
文
延

宝
期
に
は
、
作
徳
を
納
め
る
小
作
地
が
成
立
し
始
め
た
。
延
宝
九
年
の
高
田
藩
改
易
後
、
天
和
二
年
に
幕
府
が
実
施
し
た
検
地
は
、
複
合
家
族
手
作
経
営

と
名
子
と
の
儲
役
労
働
関
係
が
根
強
く
残
る
中
で
、
新
し
く
作
徳
地
主
－
小
作
関
係
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
容
認
し
て
、
同
居
家
族
・
名
子
等
の

新
開
地
や
小
作
地
を
名
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
和
検
地
を
起
点
と
し
て
元
禄
期
以
降
全
藩
領
で
著
し
く
家
数
が
増
加
し
、
単
婚
家
族
化
が
進
ん
だ
。
作

徳
地
主
i
小
作
関
係
が
広
く
展
開
し
た
こ
と
が
、
家
数
増
加
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
下
林
　
六
蕊
巻
一
号
　
一
九
八
O
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

寛
永
元
（
一
六
二
四
）
年
に
、
魚
沼
・
頸
城
両
郡
と
刈
羽
・
三
島
両
郡
の
南
半
分
、
合
計
約
二
六
万
石
を
領
し
て
高
田
に
入
部
し
た
松
平
光
長

が
、
延
宝
九
（
一
六
八
一
）
年
越
後
騒
動
の
責
を
問
わ
れ
て
改
易
さ
れ
る
と
、
幕
府
は
全
領
地
を
聖
書
と
し
、
さ
ら
に
天
莉
二
年
に
い
わ
ゆ
る
天

和
検
地
を
実
施
し
た
。

　
天
禰
検
地
後
享
保
期
ま
で
の
間
に
、

富
村
の
百
姓
家
数
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
岩
登
で
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
っ

た
。
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越後南半第1図　とりあげた村の位置

　
役
家
制
度
下
に
あ
っ
た
高
田
藩
領
農
村
が
、
延
宝
五
年
役

家
制
度
改
訂
お
よ
び
天
和
二
年
幕
府
検
地
を
経
て
い
か
な
る

展
開
を
し
た
か
、
魚
沼
郡
と
頸
回
郡
の
史
料
に
つ
い
て
、
若

干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
松
平
光
長
高
田
藩
の

役
回
制
度
と
農
村
製
造
の
変
化
お
よ
び
延
宝
五
年
役
家
制
度

改
訂
に
つ
い
て
の
詳
論
は
、
別
稿
に
譲
り
概
略
を
の
べ
る
に

と
ど
め
て
、
本
稿
で
は
天
和
検
地
後
の
農
村
構
造
の
展
開
を

中
心
に
検
討
し
た
。

　
頸
城
地
方
は
、
中
世
以
来
海
上
か
ら
近
畿
先
進
地
の
影
響

を
受
け
、
春
日
山
・
高
田
等
の
頸
城
郡
中
心
部
と
関
東
と
の

連
絡
に
は
、
松
代
・
松
之
山
の
東
頸
城
地
方
か
ら
魚
沼
を
通

り
、
、
峠
を
越
え
て
上
野
へ
出
る
ル
ー
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

光
長
時
代
の
一
七
世
紀
後
半
ま
で
に
頸
城
南
部
か
ら
信
州
を

通
る
街
道
が
確
立
し
、
光
長
領
解
体
後
は
魚
沼
と
中
頸
城
と

の
関
係
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
。

　
本
稿
中
の
村
の
位
概
に
つ
い
て
は
第
一
図
に
図
示
し
て
あ

る
。
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a
　
慶
長
・
元
和
期
の
役
家
制
度

　
役
家
は
光
長
高
田
藩
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
慶
長
三
（
一
五
九
八
）
年
に
入
部
し
、
越
後
で
初
め
て
近
世
的
諸
施
策
を
本
格
的
に
実
施
し
た
堀

氏
の
、
慶
長
三
年
検
地
帳
に
は
、
多
数
の
零
細
名
請
人
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
巻
末
に
名
論
屋
敷
と
ほ
ぼ
同
数
の
家
数
が
付
記
さ
れ
た
も

の
が
あ
り
、
た
と
え
ば
水
穂
等
村
（
糸
魚
川
市
）
は
名
講
習
二
八
人
で
家
数
は
一
四
間
、
蓮
台
寺
（
糸
魚
川
市
）
は
名
請
人
三
六
人
で
家
数
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
五
間
で
あ
る
。
慶
長
三
年
検
地
帳
の
家
数
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
越
後
で
も
夫
役
負
担
役
家
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
慶
長
元
和
期
の
越
後
で
は
、
入
作
者
や
零
細
名
請
人
を
含
む
慶
長
検
地
帳
の
全
霊
請
人
が
貢
租
責
任
者
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ろ
家
数
と
さ
れ
た
も
の
や
、
村
内
で
そ
の
地
位
を
引
き
継
い
だ
も
の
が
、
そ
の
後
の
貢
租
責
任
者
と
さ
れ
た
。

　
元
和
五
年
高
田
に
入
部
し
、
寛
永
元
年
甥
光
駕
と
入
れ
替
え
で
福
井
に
移
っ
た
松
平
忠
昌
時
代
に
は
、
役
畜
は
す
で
に
夫
役
の
み
で
な
く
夫

銀
（
足
役
家
銀
）
を
納
め
て
い
た
。

　
揺
藻
以
後
、
高
田
錦
窯
で
親
藩
譜
代
幕
営
と
数
回
支
配
が
変
る
中
で
、
役
家
は
村
の
貢
租
責
任
者
で
あ
り
、
陣
夫
築
城
夫
な
ど
の
夫
役
負
担

者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
光
長
野
初
期
の
税
種
目
改
訂
に
際
し
て
、
今
ま
で
小
役
八
種
目
（
夫
銀
・
霊
代
・
雪
か
き
代
・
馬
草
代
・
藁
代

・
糠
代
・
鷹
飼
代
・
渋
柿
代
）
の
中
に
あ
っ
た
獣
心
家
銀
（
夫
銀
）
が
、
役
家
に
課
せ
ら
れ
る
独
立
の
税
種
目
と
さ
れ
、
他
の
七
種
目
は
小
役

銀
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
隠
家
制
度
と
役
家
憲
が
明
確
化
さ
れ
た
。
光
景
藩
の
馬
沓
は
、
高
持
の
中
か
ら
持
高
や
格
な
ど
で
指
定
さ
れ
、
足
役

家
・
足
役
本
家
・
本
家
な
ど
と
よ
ば
れ
、
足
役
家
銀
を
平
年
に
四
匁
五
分
、
閏
年
に
は
五
匁
納
め
た
。
役
家
と
さ
れ
な
か
っ
た
高
持
は
名
子
家

と
さ
れ
、
名
子
家
銀
を
年
に
一
匁
五
分
納
め
た
。
相
家
と
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
二
匁
二
分
五
厘
納
め
た
が
、
相
家
と
名
子
家
・
足
役
家
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

区
別
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
名
子
家
の
持
高
は
主
家
で
あ
る
足
役
家
の
名
と
さ
れ
、
貢
租
も
足
役
家
が
ま
と
め
て
納
め
た
。
し
た
が
っ
て

各
村
の
寛
永
期
以
降
の
高
持
あ
る
い
は
役
家
数
は
慶
長
三
年
名
請
人
に
比
し
て
著
し
く
減
少
し
、
慶
長
屋
敷
持
数
に
近
い
数
に
な
っ
て
い
る
。



こ
れ
は
持
高
の
売
買
譲
渡
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
役
家
指
定
の
際
に
役
家
名
儀
の
も
と
に
小
高
持
の
高
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
名
子
家

・
相
家
以
外
に
高
を
も
た
な
い
隷
属
農
民
が
存
在
し
た
が
、
帳
面
上
に
は
現
れ
な
い
。
庄
屋
は
噺
家
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
役
家
は
右
の
よ
う
な

形
で
指
定
さ
れ
た
の
で
役
家
数
は
村
高
と
は
関
係
な
吻
・

　
頸
城
郡
大
駆
村
の
史
料
を
中
心
に
役
家
譜
度
下
の
農
村
構
造
を
検
討
し
て
み
る
。
大
濁
村
は
現
在
新
井
市
に
属
し
、
中
頸
城
郡
爾
部
山
間
地

に
発
達
し
た
関
川
流
域
の
谷
聞
の
一
期
谷
に
あ
る
。
新
井
市
を
南
下
し
た
飯
山
街
道
と
、
途
中
で
分
か
れ
て
一
〇
キ
ロ
程
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

り
、
山
間
豪
雪
地
で
は
あ
る
が
、
近
世
初
頭
か
ら
の
史
料
が
現
存
す
る
。
第
一
表
に
示
し
た
ご
と
く
、
慶
長
三
年
に
名
請
人
二
九
人
で
、
そ
の

内
屋
敷
持
五
人
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
＝
一
年
村
高
七
七
心
血
で
高
持
が
三
人
と
な
っ
た
。
こ
の
村
で
も
多
数
の
入
作
や
名
子
の
持
高
を
役
家
綱
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度
の
も
と
に
三
間
の
名
前
に
ま
と
め
た
。
寛
永
か
ら
寛
文
ま
で
継
続
す
る
の
は
善
右
衛
門
・
半
右
衛
門
・
六
右
衛
門
の
三
間
の
み
で
、
あ
と
は

ま
こ
と
に
移
動
が
激
し
い
。
寛
永
一
二
年
に
三
五
・
五
石
の
善
右
衛
門
が
、
寛
文
四
年
に
二
五
・
九
石
に
減
少
し
た
の
は
没
落
で
は
な
く
、
地

、
鴬
り
と
洪
水
に
そ
な
え
て
地
謝
制
度
が
成
立
す
る
と
と
も
に
高
分
け
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
善
右
衛
門
は
、
そ
の
持
高
と
家
族
構
成
か
ら
考
え

て
、
複
合
家
族
に
名
子
を
抱
え
る
大
手
作
経
営
で
あ
る
。
寛
永
一
七
年
の
六
麿
衛
門
と
、
正
保
三
年
の
六
右
衛
門
・
小
右
衛
門
と
善
左
衛
門
抱

名
子
善
五
郎
と
が
、
家
族
を
他
村
へ
質
置
奉
公
人
に
出
し
て
い
る
。

　
名
子
の
移
動
が
激
し
い
。
寛
永
一
七
年
の
半
君
長
門
抱
名
子
権
右
衛
門
は
、
六
年
後
の
正
保
三
年
に
は
み
え
ず
、
逆
に
寛
永
一
七
年
に
は
い

な
か
っ
た
名
子
善
五
郎
が
善
右
衛
門
に
抱
え
ら
れ
て
い
て
、
寛
永
一
二
年
に
な
く
、
一
七
年
ま
で
に
村
に
入
っ
た
作
右
衛
門
抱
の
名
子
助
三
は
、

四
年
後
の
正
保
元
年
に
は
も
う
い
な
か
っ
た
。
寛
文
四
年
に
は
、
六
右
衛
門
と
九
郎
左
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
つ
つ
名
子
を
抱
え
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
正
保
三
年
に
在
村
し
た
名
子
と
は
別
人
で
あ
る
。
名
子
が
一
種
の
契
約
の
形
式
で
入
り
、
数
年
で
移
動
す
る
例
が
、
明
暦
～
寛
文
期

西
頸
城
郡
の
史
料
で
も
数
多
く
み
え
る
。
こ
の
地
域
で
は
名
子
の
存
在
は
中
世
以
来
確
認
さ
れ
、
名
子
免
と
い
う
小
面
積
の
田
畑
と
住
居
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

え
ら
れ
、
役
家
に
隷
属
し
て
循
役
労
働
を
提
供
し
た
。

　
寛
永
一
二
年
史
料
に
な
か
っ
た
の
に
、
寛
永
一
七
年
越
出
現
し
て
正
保
元
年
に
は
欠
落
し
、
最
大
限
に
み
て
も
九
年
し
か
史
料
上
で
は
確
認

で
き
な
い
作
右
衛
門
や
、
正
保
三
年
に
出
現
し
て
寛
文
四
年
に
は
消
滅
し
た
小
右
衛
門
は
、
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
彼
等

は
名
子
を
抱
え
て
い
る
。
寛
永
＝
一
年
の
史
料
は
田
家
の
高
の
み
を
記
し
た
も
の
で
、
小
右
衛
門
一
家
が
役
家
で
な
け
れ
ば
、
在
村
し
て
も
史

料
上
に
は
で
て
こ
な
い
。
ま
た
逆
に
、
寛
永
～
七
年
・
正
保
三
年
史
料
の
上
か
ら
は
、
品
右
衛
門
と
小
右
衛
門
は
、
役
家
で
あ
っ
た
か
否
か
は

分
ら
な
い
が
、
こ
の
直
後
の
役
家
高
付
帳
の
形
式
と
比
較
す
る
と
、
役
家
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
西
頸
城
郡
で
は
、
明
暦
期
以
降
、
直
家

が
耕
地
を
売
っ
て
欠
落
し
た
り
、
他
の
役
馬
の
耕
地
を
請
作
し
て
い
る
例
が
多
数
あ
る
。
彼
等
が
、
耕
地
不
充
分
な
無
量
で
あ
っ
た
か
、
役
家

の
新
分
家
か
、
帳
外
れ
の
小
作
農
で
あ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
が
、
注
昌
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
等
が
名
子
を
抱
え
る
ほ
ど
の
規
模
の
経
営
で
あ
り

な
が
ら
、
経
営
が
不
安
定
で
す
ぐ
村
か
ら
欠
落
し
た
こ
ど
で
あ
る
。
近
世
初
期
の
請
作
人
の
経
営
は
、
高
持
請
作
人
も
含
め
て
一
般
に
不
安
定
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だ
っ
た
と
い
う
が
、
越
後
で
も
帳
外
れ
農
民
や
名
子
の
移
動
が
激
し
か
っ
た
こ
と
は
役
世
羅
の
下
の
こ
れ
ら
の
経
営
が
ま
こ
と
に
不
安
定
だ
っ

た
こ
と
を
示
す
。

　
役
家
の
中
の
大
高
持
は
、
広
い
手
作
地
を
、
複
合
家
族
と
質
置
奉
公
人
や
名
子
の
揺
役
労
働
で
経
営
し
た
。

　
質
置
奉
公
人
は
、
大
軍
村
史
料
に
み
る
ご
と
く
、
充
分
な
経
営
地
を
持
た
な
い
並
家
や
名
子
か
ら
出
さ
れ
た
。
高
田
藩
領
で
は
、
寛
文
延
宝

期
に
至
る
も
、
質
置
奉
公
人
に
関
す
る
史
料
に
は
、
年
季
を
記
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
れ
に
あ
っ
て
も
一
〇
年
季
以
上
で
あ
り
、
ま

た
譜
代
下
人
は
、
延
宝
期
ま
で
は
史
料
上
に
時
折
出
て
く
る
の
で
、
質
置
奉
公
人
と
は
い
っ
て
も
実
質
的
に
は
「
譜
代
も
し
く
は
長
年
期
の
下

　
　
⑥

人
下
女
」
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
寛
永
初
年
に
高
田
藩
で
は
、
慶
長
以
来
、
土
豪
や
衡
力
量
罠
な
ど
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
を
中
心
と
し
て
、
役
家
と
し
て
来
た
華
実
を
踏
ま
え

て
役
家
を
設
置
し
直
し
た
。
不
充
分
な
耕
地
し
か
所
有
し
な
い
一
部
の
郷
家
や
名
子
は
、
経
営
地
で
燃
焼
し
切
れ
な
い
家
族
労
働
力
を
、
質
置

奉
公
人
な
ど
と
し
て
放
出
す
る
一
方
、
上
層
役
家
と
の
小
作
無
役
労
働
関
係
の
中
に
包
摂
さ
れ
、
有
家
は
彼
等
の
持
高
を
自
分
名
儀
で
代
表
す

る
と
と
も
に
、
農
業
生
産
と
生
活
に
関
す
る
族
縁
的
共
同
体
の
よ
う
な
も
の
を
形
成
し
た
。

　
藩
は
、
農
政
の
基
本
方
針
と
し
て
寛
永
九
年
に
、
　
「
定
」
を
家
老
渥
美
久
兵
衛
・
本
多
七
左
衛
門
の
名
で
藩
内
釜
農
村
に
出
し
た
。
定
で
は
、

当
時
幕
府
諸
藩
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
代
官
・
給
人
の
百
姓
へ
の
過
分
の
負
担
と
非
儀
を
停
止
し
、
大
肝
煎
・
庄
屋
等
が
、
か
つ
て

の
土
豪
的
地
主
と
し
て
伝
統
的
に
有
し
て
い
た
権
力
を
も
っ
て
、
恣
意
に
夫
役
や
雑
事
を
小
前
酉
姓
に
か
け
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
潰

百
姓
は
、
惣
百
姓
の
力
で
回
復
さ
せ
る
の
を
原
則
と
し
、
そ
の
方
法
を
指
示
し
た
。
百
姓
の
借
米
銭
に
つ
い
て
は
、
　
「
さ
い
そ
く
を
つ
け
妻
子

牛
馬
な
ど
を
取
申
も
の
於
有
ハ
早
々
可
申
上
候
、
か
く
し
お
き
百
姓
か
け
お
ち
い
た
し
候
ハ
㌧
代
官
衆
可
為
越
度
事
」
、
お
よ
び
借
米
銭
の
利

足
を
定
め
百
姓
を
保
護
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寄
手
制
度
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
な
お
役
家
か
ら
名
子
に
い
た
る
小
前
百
姓
の
経
営
を
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

持
す
る
政
策
、
す
な
わ
ち
小
農
維
持
自
立
策
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
’

　
こ
の
時
期
、
当
藩
域
で
も
、
小
は
切
絵
切
開
か
ら
大
は
数
力
村
規
模
の
も
の
に
い
た
る
新
田
開
発
が
盛
ん
で
あ
り
、
こ
の
動
き
は
寛
永
末
年

111 （111）



あ
る
い
は
承
応
・
明
暦
ご
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
り
、
寛
文
延
宝
期
が
絶
頂
期
で
そ
の
後
は
減
少
す
る
。
開
発
者
は
役
家
の
み
で
な
く
名
子
や
同
門

家
族
も
参
加
し
た
。
藩
で
は
、
す
で
に
寛
永
期
か
ら
、
新
田
検
地
で
、
多
数
の
名
子
や
同
居
家
族
の
名
請
地
を
零
細
な
も
の
に
い
た
る
ま
で
認

め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
小
農
維
持
自
立
の
方
針
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
藩
で
は
新
田
検
地
の
際
に
、
開
発
請
負
者
分
と
し
て
、
分
一
高
す
な
わ
ち
高
入
地
の
一
〇
分
の
一
を
除
地
と
し
た
り
、
開
墾
後
鍬
下
三
年
間

の
無
税
を
認
め
る
な
ど
優
遇
措
置
を
と
っ
た
が
、
蝋
管
切
開
は
多
く
は
高
に
入
ら
ず
、
新
田
検
地
高
入
の
際
も
、
開
発
者
に
有
利
な
低
い
石
盛

が
な
さ
れ
、
新
田
は
貢
租
の
免
も
一
般
に
低
か
っ
た
。
こ
の
期
に
石
高
所
有
の
移
動
が
大
き
か
っ
た
も
う
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
土
地
売
買
が

あ
げ
ら
れ
る
。
土
地
売
買
証
文
は
、
寛
永
末
～
明
暦
に
は
大
肝
煎
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
家
に
ま
れ
に
発
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
寛
文

延
宝
期
に
な
る
と
、
庄
屋
ク
ラ
ス
の
家
か
ら
も
数
通
発
見
さ
れ
る
。

　
開
墾
地
や
買
得
地
は
い
か
な
る
形
で
経
営
さ
れ
た
か
。
耕
地
を
充
分
持
た
な
い
役
家
や
名
子
が
耕
地
を
得
た
場
合
は
、
手
作
地
を
拡
大
す
る

こ
と
に
な
り
、
経
営
の
自
立
が
進
む
が
、
充
分
な
手
作
地
を
持
つ
も
の
が
耕
地
を
得
た
張
合
は
、
寛
永
期
と
同
様
に
家
族
の
複
合
化
を
核
と
し
、

譜
代
下
人
を
抱
え
た
り
、
名
子
免
を
与
え
た
名
子
に
難
役
労
働
を
提
供
さ
せ
て
、
手
作
地
を
拡
大
す
る
形
態
が
相
変
ら
ず
基
本
で
あ
っ
た
。
魚

沼
盆
地
の
小
扇
状
地
に
開
か
れ
、
関
東
へ
の
街
道
に
近
い
魚
沼
郡
余
川
村
（
六
日
町
）
寛
文
一
一
年
の
家
族
構
成
を
み
る
と
、
余
川
村
で
は
一

戸
当
平
均
九
・
○
人
、
最
高
は
一
七
人
で
、
役
家
七
堂
は
一
様
に
複
合
家
族
形
態
を
と
り
、
下
人
で
労
働
力
を
補
っ
て
い
る
。
す
で
に
名
子
の

中
に
さ
え
、
下
人
下
女
を
抱
え
て
い
る
も
の
や
、
複
合
家
族
形
態
を
と
る
も
の
が
あ
っ
た
。
下
人
に
つ
い
て
は
、
寛
文
期
で
は
質
置
奉
公
人
か

譜
代
下
人
で
年
季
奉
公
人
は
な
く
、
延
宝
期
に
至
る
も
質
置
奉
公
人
証
文
し
か
発
見
で
き
な
い
。

　
家
族
・
下
人
お
よ
び
名
子
の
揺
役
労
働
に
よ
る
手
作
限
度
を
越
え
る
分
は
、
近
隣
の
名
子
や
手
作
地
を
充
分
も
た
な
い
役
家
に
講
作
に
出
さ

れ
た
。
だ
が
こ
の
土
地
を
請
作
す
る
小
作
人
達
の
、
地
主
手
作
経
営
へ
の
無
役
労
働
義
務
は
文
面
に
は
な
く
、
請
作
面
積
が
名
子
免
と
比
較
し

て
大
き
い
こ
と
、
年
貢
負
担
義
務
が
明
記
し
て
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
こ
の
中
に
は
、
前
述
の
名
子
の
無
役
労
働
を
伴
う
小
作
地
と
は
異
る

も
の
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
小
作
地
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
多
分
に
偶
然
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
一
般
的
に
は
生
産
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高
の
あ
る
部
分
が
、
地
主
作
用
と
し
て
成
立
し
始
め
て
い
た
。
三
章
で
述
べ
る
ご
と
く
、
北
魚
沼
の
寒
冷
な
山
間
地
芋
川
村
で
、
元
禄
七
年
に

地
主
作
徳
が
一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
南
魚
沼
盆
地
や
中
再
掲
・
西
頸
城
の
平
地
で
、
お
そ
く
も
寛
文
延
宝
期
に
始
ま
っ
た
と

し
て
も
無
理
は
な
い
。

　
寛
文
期
の
小
作
請
作
証
文
に
は
、
地
主
徳
分
と
い
う
明
確
な
用
語
は
な
く
、
量
的
に
も
明
確
で
な
く
、
田
地
の
歩
数
あ
る
い
は
刈
数
と
請
作

人
の
み
を
記
し
て
、
小
作
米
も
年
貢
米
も
記
し
て
な
い
場
合
と
、
下
郷
と
年
貢
米
が
記
し
て
あ
り
、
公
儀
年
貢
米
を
義
務
づ
け
て
、
作
徳
を
そ

れ
に
付
随
さ
せ
る
形
の
場
合
と
が
あ
る
。
　
一
般
的
に
は
こ
の
期
の
農
業
技
術
を
支
え
る
も
の
は
備
中
鍬
の
普
及
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
当
地

方
で
も
備
中
鍬
が
耕
地
の
新
開
・
整
備
・
耕
作
に
重
要
な
働
き
を
し
た
こ
と
は
、
西
頸
城
郡
の
畑
地
で
は
「
○
人
打
の
畑
」
「
畑
一
枚
○
人
打
」

と
い
う
用
語
例
が
み
え
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
が
こ
の
期
に
み
え
る
こ
と
は
、
上
層
手
作
経
営
の
中
に
、
複
合
大
家
族
で
馬

耕
を
中
心
と
す
る
も
の
も
あ
る
反
面
、
名
子
層
の
単
婚
小
家
族
労
働
力
に
よ
る
所
有
地
の
耕
作
や
新
田
開
発
も
含
め
て
、
一
般
に
労
働
集
約
的

傾
向
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
肥
料
は
元
禄
期
に
至
る
も
、
田
に
は
馬
屋
肥
と
刈
敷
を
施
し
、
刈
敷
の
争
い
は
慶
安
・
明
暦
期
か
ら
各
郡

で
圏
立
ち
始
め
る
。

　
三
島
郡
の
、
信
濃
川
西
岸
の
洪
水
頻
発
地
に
あ
る
七
日
市
村
地
内
に
、
隣
村
上
岩
井
村
他
ニ
町
村
の
用
水
取
入
口
と
水
路
が
あ
り
、
再
三
の

被
災
復
旧
や
取
入
口
お
よ
び
水
路
改
良
工
事
の
た
め
、
七
日
市
村
田
地
が
潰
れ
、
相
手
の
一
部
が
他
領
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
七
日
市
村
で

は
替
地
を
取
ら
ず
、
そ
の
分
の
米
を
取
っ
た
が
、
そ
の
米
は
寛
文
年
間
か
ら
毎
年
十
里
馬
に
の
ぼ
り
、
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
に
上
岩
井
だ
け

で
一
四
石
勝
も
出
し
た
。
天
和
三
年
村
高
は
上
岩
井
七
九
唐
琴
、
上
岩
井
の
新
田
が
一
三
五
石
で
あ
る
。
多
量
の
融
業
発
地
が
犠
牲
に
さ
れ
た

こ
と
は
、
当
時
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
治
水
灌
概
工
事
が
、
警
士
発
地
の
生
産
力
安
定
・
向
上
と
新
開
発
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
得
た
こ
と
を
示

す
。　

こ
の
期
に
地
主
作
徳
分
を
成
立
せ
し
め
た
一
原
因
に
、
心
添
切
開
な
ど
の
高
入
れ
も
れ
や
、
新
田
高
入
れ
の
際
石
盛
が
低
か
っ
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
表
高
と
実
事
の
差
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
も
あ
げ
得
る
。
そ
の
た
め
、
売
買
や
請
作
証
文
に
、
実
収
穫
を
表
す
刈
高
を
併
記
す
る
こ
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と
が
し
だ
い
に
多
く
な
る
。
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b
　
延
宝
五
年
の
役
家
制
度
改
訂

　
大
小
の
新
田
開
発
・
高
分
け
・
売
買
お
よ
び
石
高
と
実
高
と
の
差
な
ど
が
、
同
鷹
家
族
や
名
子
の
新
高
持
や
独
立
を
大
い
に
進
め
た
結
果
、

寛
文
延
宝
期
に
な
る
と
、
ど
の
村
で
も
、
役
家
数
・
名
子
家
数
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
高
持
百
姓
が
存
在
し
た
。
村
で
は
、
現
実
の
高
所
有
者

に
役
三
囲
負
担
を
分
担
さ
せ
た
た
め
、
半
泣
家
や
三
分
の
一
役
家
な
ど
の
不
完
全
役
家
が
生
じ
た
。
覧
文
末
か
ら
延
宝
初
年
に
は
、
ど
こ
の
村

で
も
新
旧
の
高
持
が
全
員
で
、
持
高
に
応
じ
て
、
墨
家
銀
を
初
め
と
す
る
役
儀
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
一
間
の
高
持
が
、
三

歩
四
厘
役
家
と
六
歩
名
子
家
を
負
担
す
る
な
ど
、
役
家
・
名
子
家
の
両
方
を
分
担
す
る
場
合
も
多
く
、
こ
の
こ
と
は
、
多
数
の
名
請
人
の
中
か

ら
役
家
を
指
定
し
、
貢
租
の
責
任
を
負
わ
せ
夫
役
賦
課
単
位
と
し
た
、
慶
長
以
来
の
役
家
の
意
義
が
消
滅
し
た
こ
と
を
示
す
。

　
か
か
る
役
家
制
度
変
動
の
実
態
を
認
め
な
が
ら
も
、
藩
は
一
応
役
家
維
持
を
基
本
原
刻
と
し
た
。
役
替
銀
は
延
宝
期
に
至
る
も
存
続
し
、
寛

文
五
年
家
老
小
栗
美
作
が
登
場
し
、
藩
政
改
革
に
着
手
し
た
後
で
さ
え
も
、
役
家
に
桑
や
漆
を
植
え
さ
せ
、
鼠
算
に
も
殖
産
興
業
策
推
進
の
役

割
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
藩
は
軍
役
の
陣
夫
人
数
確
保
に
蕾
心
を
し
た
。
寛
文
五
年
以
来
、
財
政
再
建
の
た
め
、
藩
政
改
革
諸
施
策
を

行
っ
て
来
た
が
、
寛
文
一
二
年
軍
役
制
の
改
訂
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
の
問
題
点
は
、
中
・
下
級
藩
士
の
経
済
的
困
窮
と
陣
夫
役
人
足
の
不
足

で
あ
る
。
藩
は
、
す
で
に
奉
公
人
不
足
か
ら
、
明
暦
四
年
農
村
に
触
れ
た
「
掟
」
で
、
武
家
奉
公
人
の
確
保
を
図
っ
て
い
る
。
寛
文
一
一
一
年
軍

制
で
は
、
出
陣
の
際
に
、
知
行
高
に
応
じ
て
藩
士
に
陣
夫
人
足
を
貸
し
与
え
る
こ
と
を
定
め
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
藩
士
達
が
「
軍
役
之
人
馴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

常
磐
持
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
定
め
た
人
足
も
五
分
の
三
は
不
足
で
あ
っ
た
。
商
晶
経
済
は
浸
透
し
た
が
、
商
品
作
物
は
、
藩
の
奨
励
の
形
で

煙
草
・
漆
等
が
導
入
さ
れ
た
以
外
は
、
み
る
べ
き
も
の
の
な
か
っ
た
高
田
藩
域
で
は
、
耕
地
拡
大
と
、
労
働
集
約
化
に
よ
る
稲
作
の
増
収
と
商

品
化
以
外
に
は
、
頼
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
役
家
層
は
、
複
合
家
族
に
下
人
を
抱
え
、
名
子
の
徳
役
で
捕
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
馬
耕
を
取
り

入
れ
た
労
働
体
系
で
、
経
営
地
の
維
持
拡
大
を
行
い
、
名
子
層
は
、
新
開
や
高
分
け
に
よ
る
零
細
所
有
耕
地
を
小
作
地
で
補
い
、
家
族
に
よ
る
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労
働
集
約
的
経
営
を
行
い
、
こ
と
に
一
部
に
地
主
作
徳
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
本
家
（
役
家
）
へ
の
樒
役
関
係
を
弱
め
、
こ
の
両
層
の
共
存
と

い
う
形
で
の
経
営
拡
大
競
争
を
強
め
、
こ
う
し
た
一
般
的
状
況
が
労
働
力
の
慢
性
的
不
足
状
況
を
現
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
新
田
開
発
・
田
畑
売
買
・
高
分
け
等
に
よ
る
、
一
部
役
家
の
縮
小
没
落
・
新
高
持
の
増
加
と
い
う
事
態
が
進
展
す
る
中
で
、
高
田
藩

は
土
地
永
代
売
買
を
禁
止
し
な
か
っ
た
。

　
延
宝
期
に
は
、
財
政
再
建
を
目
ざ
す
藩
政
改
革
は
さ
ら
に
進
展
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
推
進
者
家
老
小
栗
美
作
一
派
の
専
権
と
急
激
な

改
革
へ
の
反
感
は
、
藩
主
の
継
嗣
問
題
を
契
機
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
越
後
騒
動
を
ひ
き
起
し
た
。
藩
政
改
革
の
一
端
と
し
て
実
施
さ
れ
た
知
行

地
の
禄
米
制
へ
の
転
換
は
、
延
宝
四
～
六
年
の
間
に
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
貢
穣
要
急
策
の
一
つ
と
し
て
、
延
宝
五
年
に
役
家
調
度
の
改
訂
を
実

施
し
た
。
幕
領
で
も
諸
藩
で
も
、
こ
の
時
期
に
大
規
模
な
検
地
を
実
施
し
た
の
だ
が
、
当
藩
で
は
、
全
藩
領
一
斉
検
地
を
実
施
し
な
い
ま
ま
で

貢
租
増
徴
政
策
を
進
め
た
。

　
役
家
制
度
改
訂
で
は
、
次
の
史
料
の
よ
う
に
、
農
家
が
持
高
の
中
か
ら
、
す
で
に
親
族
や
他
人
に
売
却
・
譲
渡
し
て
い
た
場
合
、
新
し
い
高

所
有
老
は
た
と
え
小
高
で
も
百
姓
本
役
す
な
わ
ち
一
間
前
役
家
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
足
役
取
立
之
覚

　
　
一
高
持
百
性
縦
難
為
高
少
分
本
役
之
事

　
　
一
前
々
高
持
百
性
難
為
壱
軒
役
其
高
之
内
子
孫
兄
弟
他
人
に
わ
け
為
持
候
共
わ
け
持
之
百
性
本
誌
器
量

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
一
不
高
持
百
性
ハ
名
子
役
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脱
落
力

　
　
一
新
田
家
本
田
百
性
二
付
不
（
申
）
事

　
　
一
縦
其
村
其
所
二
家
不
持
他
村
他
郷
丼
町
等
古
高
掛
持
候
忌
事
村
之
高
持
家
同
前
二
本
役
之
事

　
　
附
、
つ
ぶ
れ
百
性
田
地
主
付
無
之
其
村
中
支
配
之
内
ハ
足
役
赦
免
事
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右
之
通
当
盤
ノ
年
汐
足
役
銀
可
取
之
旨
被
仰
出
候
間
、
各
組
下
へ
急
度
申
渡
役
銀
上
納
申
様
二
可
被
申
付
候
、
委
曲
御
代
官
方
汐
可
被
申
渡
候
、
巳
上

　
　
　
巳
閏
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
大
肝
煎
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
仁
右
衛
門

　
そ
の
結
果
、
大
手
村
で
は
、
寛
文
四
年
庄
屋
一
間
、
役
面
一
間
、
高
持
名
子
二
間
で
あ
り
、
延
宝
五
年
に
は
、
高
持
名
子
二
間
が
相
家
・
名

子
家
塾
一
軸
と
変
っ
た
以
外
は
寛
文
四
年
置
ま
ま
だ
っ
た
の
が
、
延
宝
六
年
の
漸
悟
制
度
改
訂
後
は
、
先
規
よ
り
の
前
震
四
間
、
相
家
を
画
家

に
直
し
た
も
の
博
聞
、
名
子
を
役
家
に
直
し
た
も
の
一
問
、
全
く
新
規
に
役
家
と
さ
れ
た
も
の
広
間
で
、
潔
癖
は
一
挙
に
一
五
間
と
な
り
、
さ

ら
に
新
た
に
名
子
家
が
四
間
と
り
立
て
ら
れ
た
。
頸
城
・
魚
沼
両
郡
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
村
で
、
役
家
改
訂
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
役
家
数
増
加

が
あ
っ
た
。
い
か
な
る
小
高
持
を
も
一
間
前
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
頃
の
小
作
地
は
、
本
家
に
催
役
を
提
供
さ
せ
る
た
め
の
も
の
の
み
で
は
な

く
、
生
産
高
の
中
か
ら
、
小
作
人
再
生
産
分
と
貢
租
分
の
他
に
、
地
主
作
徳
分
を
納
め
る
も
の
も
多
く
な
っ
た
の
で
、
自
立
経
営
と
な
る
に
充

分
な
石
高
所
有
者
を
役
家
と
す
る
の
で
は
な
く
、
零
細
高
持
と
な
っ
た
名
子
等
が
、
小
作
地
や
新
開
地
等
で
経
営
を
補
い
な
が
ら
、
農
業
生
産

と
生
計
と
の
両
面
で
か
な
り
自
立
し
得
た
実
態
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
無
高
の
中
か
ら
新
た
に
名
子
家
を
と
り
立
て
、
名
子

家
令
を
課
し
た
こ
と
で
さ
ら
に
裏
づ
け
ら
れ
る
。
作
事
小
作
地
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
無
高
小
作
為
の
中
に
名
子
皇
家
銀
を
負
担
し
う

る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
役
家
制
度
改
訂
後
の
家
族
労
働
力
構
成
は
、
魚
沼
郡
各
村
の
平
均
人
口
を
み
る
と
、
九
人
あ
る
い
は
一
一
人
と
い
う
も
の
が
多
く
、
少
い
も

の
も
七
・
五
人
に
も
な
り
、
複
合
家
族
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
改
訂
前
と
基
本
的
に
変
化
が
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
の
他
郡
に
お
い

て
は
、
次
章
以
下
で
述
べ
る
ご
と
く
、
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
検
地
直
後
も
、
魚
沼
郡
と
同
様
複
合
家
族
経
営
の
優
位
は
崩
れ
て
い
な
い
の
で
、

延
宝
期
に
は
魚
沼
郡
と
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

　
延
宝
五
年
の
雑
家
綱
度
改
訂
は
、
上
層
の
複
合
家
族
経
営
は
、
依
然
と
し
て
農
業
生
産
と
農
村
共
同
体
の
中
で
中
心
的
特
権
的
立
場
を
維
持

し
て
い
た
が
、
一
方
、
新
田
開
発
・
田
畑
売
買
・
高
分
け
の
進
展
お
よ
び
作
徳
小
作
地
の
増
加
と
い
う
状
況
の
中
で
、
名
子
・
小
作
人
等
が
経
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営
自
立
を
進
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
農
村
構
造
の
変
化
を
把
握
し
て
、
貢
租
の
増
徴
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
大
量
に
増
設
さ

れ
た
役
家
の
中
に
は
、
長
期
の
夫
役
動
員
に
耐
え
ら
れ
な
い
小
家
族
小
高
持
の
小
作
農
も
多
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
改
訂
後
の
役
家
は
貢

租
増
徴
の
た
め
の
意
義
が
大
き
く
、
本
来
の
陣
夫
役
動
員
組
織
と
し
て
の
意
義
は
小
さ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
屋
敷
持
層
を
役
家
と
し
て
夫
役
賦

課
単
位
と
し
た
政
策
か
ら
、
石
高
所
有
を
基
準
と
し
て
貢
租
夫
役
を
負
わ
せ
る
政
策
へ
転
換
を
図
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期

の
農
村
構
造
の
変
化
を
掘
毒
す
る
た
め
に
は
、
石
高
所
有
の
移
動
を
追
認
し
て
漁
家
を
増
設
す
る
役
家
舗
度
改
訂
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
、
高
田
藩
は
、
知
行
地
の
禄
米
制
へ
の
切
り
換
え
に
対
す
る
不
満
が
、
越
後
騒
動
を
～
履
激
化
さ
せ
、
延
宝
九
年
に
綱
省
に
よ
り
改
易
さ
れ

た
。
農
村
構
造
変
化
の
把
握
は
、
改
易
後
、
幕
府
に
よ
る
天
蒲
検
地
に
お
い
て
よ
う
や
く
実
現
し
た
。

越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

①
拙
稿
「
文
禄
慶
長
期
の
越
後
の
検
地
」
日
本
歴
史
三
四
七
号
。

②
当
地
域
の
慶
長
元
和
期
の
地
方
年
貢
史
料
は
、
慶
長
三
年
の
家
数
が
、
そ
の
後

　
の
年
貢
負
担
者
数
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
慶
長
元
和
期
の
年
貢

　
負
担
者
は
、
土
着
帰
農
武
士
や
豪
農
の
他
に
、
彼
等
の
屋
敷
内
百
姓
や
小
作
入
で

　
新
た
に
名
請
地
を
得
た
も
の
を
多
数
含
ん
で
い
る
。
前
掲
拙
稿
。

③
相
家
は
、
慶
長
三
年
岩
室
村
検
地
帳
の
場
合
に
は
、
松
尾
の
家
数
の
部
分
に
、

　
つ
ぎ
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
桐
）

　
「
出
啄
間
　
　
　
A
口
詩
甚
六
　
　
　
桜
井
坊
に

　
　
相
家
甚
六
は
、
屋
敷
名
請
人
桜
井
坊
の
屋
敷
内
百
姓
で
あ
る
が
、
自
己
の
名
請

　
地
一
・
六
九
石
を
も
ち
、
自
立
性
も
強
く
、
元
和
期
に
は
本
家
に
代
っ
て
年
貢
責

　
任
者
に
な
っ
て
い
る
。
前
掲
拙
稿
。
寛
永
の
相
家
も
、
．
本
家
に
隷
属
し
な
が
ら
、

　
名
子
よ
り
も
自
立
性
の
強
い
も
の
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

④
高
田
藩
領
各
村
々
で
は
、
年
貢
皆
済
目
録
が
慶
安
期
以
降
増
加
し
始
め
、
寛
文

　
期
か
ら
急
増
す
る
。
年
貢
皆
済
目
録
に
あ
る
役
家
数
は
村
高
と
は
比
例
せ
ず
、
二

　
～
三
〇
石
以
下
の
村
の
中
に
は
役
家
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

　
高
田
藩
の
村
切
り
と
新
田
検
地
を
合
せ
て
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
り
、
一
八
あ
る

　
い
は
一
地
域
で
は
石
高
と
比
例
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
在
筆
者
の
知
り

　
え
た
史
料
の
範
囲
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

⑤
　
こ
の
時
代
の
越
後
で
は
、
　
般
に
名
子
と
い
う
語
は
本
家
百
姓
等
と
小
作
循
役

　
関
係
に
あ
る
隷
属
農
民
を
呼
ぶ
名
称
で
あ
り
、
政
策
的
基
準
で
指
定
さ
れ
た
役
家

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
制
度
の
名
子
家
と
は
異
な
る
。
名
子
家
は
、
役
家
等
に
隷
属
す
る
血
縁
非
血
縁
の

　
被
官
百
姓
で
あ
る
名
子
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
、
か
か
る
一
般
の
被
官

　
百
姓
を
名
子
と
し
、
役
家
制
度
の
名
子
家
と
は
区
別
す
る
。

⑥
朝
尾
直
弘
『
近
投
封
建
役
会
の
基
礎
構
造
』
～
○
八
～
一
一
〇
頁
。

⑦
拙
稿
「
越
後
の
天
和
検
地
と
小
農
自
立
」
地
方
史
研
究
…
　
三
号
。

⑧
　
拙
稿
「
松
平
光
長
高
田
藩
の
滞
政
機
構
に
つ
い
て
」
臼
本
歴
史
三
二
六
号
。

⑨
「
延
宝
五
年
御
用
留
」
、
北
魚
沼
郡
堀
之
内
町
、
宮
家
文
醤
。
松
井
治
兵
衛
・

　
松
井
仁
右
衛
門
は
魚
沼
郡
担
当
の
郡
奉
行
で
あ
る
。

⑩
『
訂
正
越
後
頸
城
郡
誌
稿
・
下
』
一
＝
二
〇
買
。
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二
　
天
和
検
地
の
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
延
宝
九
（
一
六
八
一
）
年
六
月
の
松
平
光
熱
改
易
後
、
幕
府
は
遺
出
四
郷
約
二
六
万
石
を
幕
領
に
編
入
し
、
四
人
の
大
名
に
命
じ
て
、
天
和
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（一

Z
八
二
）
年
四
月
差
ら
七
月
ま
で
の
間
に
検
地
を
実
施
し
た
。
　
翌
天
和
三
年
五
月
付
け
で
各
村
に
検
地
帳
を
下
付
し
、
天
和
四
年
に
天
和
三

年
検
地
帳
に
も
と
づ
き
名
寄
帳
を
作
成
さ
せ
、
こ
の
検
地
の
結
果
が
、
幕
末
ま
で
村
落
支
配
貢
租
賦
課
の
基
準
と
さ
れ
た
。
ま
た
検
地
に
先
立

ち
、
天
和
元
年
三
家
銀
が
廃
止
さ
れ
た
。

　
す
で
に
幕
府
は
、
農
村
支
配
方
針
を
転
換
し
、
寛
文
延
宝
期
に
は
、
農
村
で
の
商
業
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
高
持
百
姓
と

水
呑
へ
の
分
解
を
基
本
と
す
る
農
村
の
動
向
を
把
握
し
て
、
　
「
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
農
民
層
の
分
解
に
伴
う
地
主
一
小
作
関
係
を
容
認
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

小
作
百
姓
・
家
是
等
を
分
付
記
載
の
形
で
登
録
・
把
握
」
す
る
検
地
を
、
畿
内
先
進
地
を
始
め
各
地
で
実
施
し
た
。
綱
吉
身
重
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

農
政
担
当
老
中
を
設
け
る
な
ど
農
政
へ
の
力
点
が
強
く
置
か
れ
た
。
と
く
に
こ
の
高
田
領
検
地
は
、
天
和
～
元
禄
期
に
、
幕
府
が
大
名
課
役
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
実
施
し
た
一
連
の
検
地
の
最
初
に
位
置
し
て
い
る
。
検
地
条
目
は
二
九
条
か
ら
な
り
、
こ
の
期
の
幕
府
検
地
条
昌
と
同
趣
旨
の
も
の
と
い

　
⑥

わ
れ
、
各
藩
は
実
施
の
前
に
何
回
も
説
明
を
受
け
、
相
互
に
綿
密
な
連
絡
を
と
り
、
生
揚
に
は
幕
府
の
延
宝
近
江
検
地
資
料
を
携
行
さ
せ
ら
れ

⑦
た
。　

高
田
藩
時
代
に
は
全
領
一
斉
検
地
は
な
く
、
新
田
検
地
も
知
行
地
・
蔵
入
地
と
も
に
そ
の
都
度
個
々
に
実
施
し
た
が
、
こ
の
検
地
で
は
精
密

に
全
区
域
を
丈
量
し
直
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
六
尺
三
寸
竿
で
あ
っ
た
が
、
六
尺
一
分
竿
を
用
い
一
反
三
〇
〇
歩
で
、
石
盛
は
田
畑
と
も
従
来
上

・
中
・
下
で
あ
っ
た
の
を
、
上
々
・
上
・
中
・
下
・
下
々
の
五
段
階
を
基
準
と
し
、
耕
地
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
五
段
階
の
下
に
田
に
は
山
田

砂
田
な
ど
、
畑
に
は
山
畑
切
替
畑
な
ど
の
低
生
産
力
の
田
畑
石
盛
も
行
わ
れ
、
地
味
用
水
日
照
傾
斜
降
雪
田
畑
外
の
稼
ぎ
な
ど
を
考
慮
し
、
近

隣
の
村
や
領
内
他
区
域
と
対
照
し
な
が
ら
行
い
、
屋
敷
は
上
畑
の
石
盛
で
あ
っ
た
。
山
林
山
畑
草
山
も
高
入
れ
し
、
青
苧
・
楮
・
漆
・
塩
田
等

も
そ
れ
ぞ
れ
基
準
を
設
け
高
入
れ
し
、
慶
長
以
来
薩
長
藩
時
代
に
も
認
め
て
い
た
多
量
の
除
地
は
、
寺
社
名
臨
地
の
一
部
を
の
ぞ
き
ほ
と
ん
ど
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越後の天和検地と畏村構造の展開（松永）

　　　第2表天野沢村天和2年高持と天和3年検地名請人の比較

天和3年検地名字人

名請人1所縞漢江積

　　七兵衛
　　伝左衛門
　　角左衛門

　　徳兵衛
　　八左衛門
　　喜左衛門

　　小兵衛
　　市兵衛
　　半十郎

　　儀兵衛
　　三郎左衛門

　　四郎右衛門

　　武左衛門
　　庄　　八
　　八郎右衛門

　　吉右衛門
　　孫左衛門
小兵衛名子　長助

　　重兵衛
　　門十郎
　　勘兵衛
七兵衛名子　茂兵衛

　　半四郎
八左衛門名子利右衛門

半十郎名子六左衛門

　　吉左衛門

　　庄五郎

　石32．00

12．22

工．21

39．20

16，工0

17．07

11．08

12．38

18．78

6
7
5
5
6
3
7
0
3
1
8
3
7
8
9
6
2
0

2
0
3
4
0
8
9
3
1
3
0
0
4
G
2
3
0
2

0
8
8
4
G
4
9
5
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0

り
自
　
　
1
1
　
　
1
　
　
1

反畝歩
1．7．23

5．12

2．20

1．0．12

5．00

6．20

5．06

3．29

0．10

1．2．17

5．18

6．10

2．05

5．18

4．20

2．05

2．14

4．01

1．工．10

天和2年（検地前）高持

名 前1八高

左に同じ

　0
　！！

　1一

　ク

　11

　！！

　1一

　！一

左に同じ

　！！

　！／

　！一

中村重兵衛分庄八

中村八郎右衛門

中村吉右衛門

　庄次郎
　総左衛門

　石51．63

18．70

1．20

60．55

22．71

29．09

14a44

19．87

24．66

26．66

13．34

26．e3

20．96

5．44

24．76

17．37

0．14

22，85

沢嬬麟断離削蹄一派脚辮
天
細

引
に
示
し
た
魚
沼
郡
天
野
沢
村

（
塩
沢
町
）
の
よ
う
に
名
請
人

数
が
増
加
し
た
村
が
多
い
。
天

野
沢
で
は
、
検
地
で
村
高
が
大

き
く
減
少
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

持
高
が
大
幅
に
減
少
し
た
。
儀

兵
衛
の
父
告
左
衛
門
が
屋
敷
地

を
名
請
し
た
が
、
天
和
矧
年
名

寄
帳
で
は
、
両
方
と
も
儀
兵
衛

名
請
に
直
し
て
あ
る
の
で
、
儀

兵
衛
は
天
和
検
地
で
は
分
家
を

擬
装
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
検

地
遜
前
の
村
内
一
五
人
の
高
持

は
、
検
地
後
二
人
を
の
ぞ
き
一

三
人
が
屋
敷
を
名
請
し
た
こ
と

紛α珊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
般
百
姓
の
名
請
地
に
し
た
。
光
長
里
末
期
に
は
、
表
高
二
六
万
石
余
、
実
高
三
三
万
石
余
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
検
地
で
は
三
六
万
石
叩
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
検
地
で
は
、
全
藩
領
に
同
一
基
準
で
精
密
に
丈
量
が
な
さ
れ
た
結
果
、
山
満
地
や
早
く
か
ら
開
発
と
新
田
検
地
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ん
だ
南
魚
沼
郡
な
ど
は
、
平
地
と
の
釣
合
上
、
藩
の
用
い
た
実
高
と
比
較
す
る
と
む
し
ろ
減
高
と
な
っ
た
村
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
検
地
で
は
、
同
居
家
族
や
名
子
・
小
作
な
ど
で
、
耕
地
名
請
を
認
め
ら
れ
て
新
た
に
高
持
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
結
果
、
第
二



に
な
り
、
天
和
三
年
屋
敷
持
は
、
天
和
二
年
村
内
高
持
数
よ
り
三
人
の
増
加
で
あ
る
。

　
第
二
表
で
、
天
和
三
年
目
長
助
か
ら
下
の
吉
左
衛
門
を
の
ぞ
く
九
人
の
う
ち
、
茂
兵
衛
・
利
右
衛
門
・
六
左
衛
門
・
庄
五
郎
の
四
人
は
、
天

　
　
　
　
　
⑪

和
元
年
史
料
に
高
不
持
百
姓
と
記
し
て
あ
る
の
で
、
名
子
が
小
作
地
の
一
部
か
自
分
の
新
開
地
を
名
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
長
助
は
天
和
エ

年
に
は
小
兵
衛
の
同
居
姉
婿
で
あ
っ
た
の
が
検
地
で
分
家
名
講
し
た
も
の
で
、
名
曲
後
も
名
子
と
分
付
け
さ
れ
、
本
家
へ
の
黒
熊
労
働
を
義
務

　
　
　
　
　
⑫

づ
け
ら
れ
た
。
残
り
四
人
は
、
天
和
二
年
の
全
村
内
の
持
高
家
族
霊
年
齢
を
記
し
た
史
料
の
中
に
名
前
が
な
く
、
天
和
検
地
で
は
入
作
者
で
あ

る
旨
を
記
さ
な
い
こ
と
が
多
く
、
こ
の
村
で
も
、
検
地
直
前
の
天
和
二
年
史
料
に
は
、
隣
村
中
村
の
百
姓
で
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
た
八
郎
右

衛
門
と
吉
右
衛
門
が
、
天
和
三
年
に
中
村
と
付
記
し
て
な
い
。
天
和
検
地
帳
に
は
、
こ
の
よ
う
に
入
作
者
と
推
定
さ
れ
る
零
細
名
道
人
が
多
数

記
載
さ
れ
た
村
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
天
和
検
地
で
の
名
工
人
数
増
加
は
、
一
般
的
に
は
天
野
沢
の
よ
う
に
同
居
家
族
・
名
子
・
小
作
等
の

名
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

①
　
弘
前
藩
主
津
軽
僑
政
、
飯
山
藩
主
松
平
患
倶
、
松
代
藩
主
真
田
幸
道
、
諏
訪
藩

　
虫
諏
訪
忠
晴
。

②
　
弘
前
藩
庁
日
記
天
和
二
年
、
弘
前
市
図
書
館
蔵
。

③
　
藤
野
保
『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
四
九
三
～
五
〇
九
頁
。

④
　
辻
達
也
¶
幕
政
の
新
段
階
」
　
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
近
世
3
』
｝
九
六
三
年
刊

　
所
収
。
藤
野
保
疑
前
掲
書
五
二
三
～
五
三
〇
。

⑤
　
大
森
映
子
「
大
名
課
役
と
慕
藩
関
係
」
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
『
世
界
史
認
識

　
に
お
け
る
民
族
と
国
家
』
一
九
七
八
年
刊
所
収
。

⑥
　
藤
野
華
氏
前
掲
磐
五
九
〇
、
六
一
七
頁
。
大
森
映
子
氏
前
掲
論
文
。

⑦
　
拙
稿
「
越
後
の
天
和
検
地
の
実
施
と
検
地
役
人
」
新
潟
県
史
研
究
3
。

⑧
拙
稿
「
越
後
の
天
湘
検
地
と
小
農
自
立
」
地
方
史
研
究
一
＝
二
号
。

⑨
　
天
和
～
元
禄
期
幕
府
検
地
に
つ
い
て
、
　
「
幕
府
は
一
方
で
可
能
な
範
囲
で
の
高

　
の
打
出
し
を
計
り
な
が
ら
も
、
他
方
土
地
の
実
情
を
無
視
し
た
石
盛
付
に
な
ら
ぬ

　
よ
う
配
慮
し
て
い
た
」
　
（
大
森
映
子
氏
前
掲
論
文
）
と
い
う
事
情
は
、
検
地
帳
末

　
の
幕
府
公
認
村
高
の
右
周
と
左
袖
に
、
小
宇
の
付
箋
で
、
高
田
藩
の
頭
高
と
の
増

　
減
を
示
す
と
い
う
形
で
巧
妙
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑩
抽
稿
「
天
和
検
地
」
小
村
白
露
『
近
世
越
後
・
佐
渡
史
の
研
究
』
所
駅
。

⑳
　
南
魚
沼
郡
壌
沢
町
君
沢
、
細
矢
家
文
書
。

⑫
天
和
検
地
で
は
、
多
数
の
岡
居
家
族
や
名
子
の
新
名
請
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

　
ず
分
付
け
は
ま
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
、
天
和
検
地
の
名
子
・
小
作
の
分
付
け
は
、

　
同
居
家
族
や
名
子
の
名
詰
を
実
施
す
る
中
で
、
一
部
に
隷
属
関
係
を
明
記
す
る
こ

　
と
を
認
め
て
、
上
層
手
作
経
営
が
径
界
労
働
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
認
め

　
た
も
の
と
し
た
。
前
掲
拙
稿
「
天
和
検
地
」
。
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三
　
天
和
検
地
以
後
に
お
け
る
農
村
構
造
の
変
化

越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

　
　
a
　
検
地
施
行
直
後
の
状
況

　
延
宝
九
（
天
和
元
）
年
改
易
後
貞
享
二
年
ま
で
魚
沼
・
頸
城
は
と
も
に
幕
領
で
あ
り
、
貞
享
三
年
か
ら
頸
城
郡
の
一
部
が
稲
葉
氏
領
と
な
る
。

　
貞
享
二
年
堀
之
内
組
中
条
村
々
宗
旨
御
改
帳
で
現
在
の
北
魚
沼
郡
広
神
村
に
属
す
る
一
ニ
カ
村
の
家
族
草
書
を
示
し
た
の
が
第
三
表
で
あ
る
。

天
和
検
地
直
後
の
農
村
構
造
を
、
全
体
と
し
て
み
た
家
族
数
の
大
小
が
あ
る
程
度
経
営
規
模
と
相
関
関
係
を
も
つ
と
前
提
す
れ
ば
、
こ
の
表
で

は
個
々
の
家
族
構
成
の
上
か
ら
農
村
構
造
を
検
討
で
き
る
。
全
戸
の
平
均
家
族
数
は
七
・
四
七
人
で
、
　
一
〇
人
以
上
の
家
族
を
有
す
る
も
の
が

二
三
間
で
二
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
も
あ
る
。
次
節
に
掲
げ
た
魚
沼
・
頸
城
両
郡
の
忙
々
の
、
天
和
貞
享
期
の
平
均
家
族
数
は
こ
れ
よ
り
多
い
の

で
、
両
郡
全
体
で
は
、
家
族
一
〇
人
以
上
の
家
の
比
率
が
も
っ
と
多
く
な
る
。
こ
の
表
で
も
、
　
一
般
的
に
村
の
中
層
以
上
に
馬
が
多
い
が
、
と

く
に
漁
村
の
上
層
は
多
数
の
家
族
を
擁
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
馬
を
有
す
る
。
こ
の
表
か
ら
み
る
と
、
天
和
検
地
で
あ
る
程
度
名
子
・

小
作
・
同
居
家
族
の
名
請
が
実
施
さ
れ
た
後
も
、
半
数
以
上
の
経
営
が
傍
系
親
族
ま
た
は
奉
公
人
を
含
み
、
上
層
に
は
複
合
家
族
で
年
季
奉
公

人
や
馬
を
擁
す
る
手
作
経
営
が
存
在
し
、
下
層
に
は
小
作
経
営
と
思
わ
れ
る
下
人
を
放
出
す
る
小
家
族
経
営
が
存
在
し
、
検
地
以
前
の
構
造
は

基
本
的
に
は
変
ら
な
か
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
、
北
魚
沼
郡
の
至
上
村
（
広
神
村
）
と
大
石
村
（
堀
之
内
町
）
に
つ
い
て
、
天
和
三
年
持
高
と
貞
享
二
年
家
族
構
成
を
対
比
し
て
第

四
・
五
表
に
示
し
た
。
い
ず
れ
も
魚
野
川
と
破
閾
川
の
合
流
す
る
小
盆
地
の
山
麓
に
あ
り
、
関
東
街
道
の
宿
場
堀
之
内
に
近
い
。
親
等
村
は
第

三
表
の
＝
一
村
中
に
も
含
ま
れ
る
。

　
親
黒
甜
。
二
五
石
の
庄
屋
半
兵
衛
は
可
働
年
齢
者
八
人
を
有
し
典
型
的
な
複
合
家
族
手
作
経
営
で
あ
る
。
魚
沼
山
間
地
で
は
、
耕
地
実
面
積

は
検
地
帳
上
の
面
積
よ
り
も
相
当
に
広
い
の
が
普
通
で
、
半
兵
衛
の
経
営
面
積
二
町
三
反
は
実
際
に
は
三
～
四
町
歩
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
杢
左

衛
門
は
一
一
・
五
九
石
で
無
屋
敷
だ
が
、
加
左
衛
門
は
貞
享
二
年
史
料
で
は
杢
左
衛
門
の
同
居
の
父
で
あ
る
か
ら
、
天
和
検
地
で
は
高
分
け
分
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第3表　北魚沼郡中条村々家族構成表　貞享2年

家
族
数

　人以下
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

親
系
そ
む

系
勝
び
含

直
に
よ
を

　
の
他
お
族

　
主
の
族
家
の

H
当
族
親
の
も

　
直
び
の
内

　
の
よ
婚
囲

　
そ
お
未
範

　
と
族
の
の
の

　
憲
親
旧
妹
も

！
当
石
当
弟
の

軒

6
5
6
0
2
3
3
2

　
1
　
　1

1

1

2
4
7
7
9
6

ワ
一
4
2

1
1

軒

1
［

1に奉公人を

加えたもの

1

軒

N

Eに奉公人を

加えたもの

1

－
占
王
－
幽
ワ
μ
－

－
幽
2
1
1

軒

合

計

軒

6
7
1
7
0
3
0
4
3
5
3
4
1
1
2

　
1
　
1
　
1
　
工
　
1
　
1

合計の中

で奉公人

を放出す

るもの

合計の中

で牛馬を

所有する

もの

軒．

4
2
12

軒

1
3
5
2
7
6
4
2
5
1
4
1
1
2

合計1 49　i ，s　1
1 12國 9 44

この中条村々は，現在の北魚沼郡広神村に属する横瀬村・長堀新田・下田村・親賄村・小平尾村

・栗山村・金ケ沢・田中村・赤石村・梅四郎新田・五右衛門新田・真平薪田の12力村である。貞

享二年堀之内組中条村々宗旨御改帳・北魚沼郡堀之内町宮家文書。

第4表　北魚沼郡親柄村・天和3年（1683）石高・貞享2年（1685）家族労働力構成対照表。

　　　㊥は屋敷名謎あり。

名　　前

庄屋半兵衛
　与四左衛門

　甚兵衛
　杢左衛門

　又左衛門
　半　　　助

　千　　　助

　加左衛門

天和3年
所有高

石
8
2
2
9
2
3
3
5

　
り
　
　
　

に
む
　
　
り
　
　
　

　
ヲ
　
に
ロ
　
エ

5
．
4
．
a
　
1
．
2
．
5
．
q
　
L

2
　
1
　
1
　
1
　
1

㊥
㊥
㊥
　
㊦
㊥

家
族
数
人

10

8

7

10

6

5

15歳以上
60歳以下

人
8
6
4
5
6
4

雫会数

　　　　人
下人2，下女1

下女1

馬 鋳考（主な同居人および屋敷その他）

頭

弟夫婦，養子

甥夫婦，屋敷ニヵ所

1　弟爽婦，無屋敷他に父名儀の名請地

越後国魚沼郡親心村御検地水帳，堀之内組中条村々宗旨御改帳，北魚沼郡堀之内町，宮家文書。
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越後の天和検地と畏村構造の展開（松永）

　　　第5衷　大石村・天；稲3年石高貞享2年家族労働力構成対照表。㊥は屋敷名請あり

名　　前

　平兵衛
　次郎右衛門

甚右衛門
藤左衛門

　惣右衛門
　山　三　郎

名子藤右衛門

名子新左衛門

　三右衛門
　五郎右衛門

　半兵　衛

　六左衛門

　市右衛門

　惣左衛門
　天　宗　寺

　清　三　郎

八　兵　衛

　喜　兵　衛

　九左衛門

　三郎兵衛

甚三郎
七兵　衛

　彦　五　郎

　与右衛門

　庄右衛門
　佐　十　郎

天和3年
所有高
　　　石
＠　10．21

tw　18．85

tw　11．18

＠　10．21

＠　9．33

e　10．95

　　0．03

　　0．22

　　0．Ol

　　e．47

＠　10．12

＠　9．39

　　1．33

　　7．94

　　0．02

　　0．04

　　0．Ol

　　O．04

　　0．Ol

　　o．oo

　　O．02

　　0．Ol

　　o．e2

　　0．oo

　　O．Ol

家
族
数

人
5
4
7
1

　
1
　
　
　1

11

P2

2
　
　
4
9
　
7
・

15歳以上
6G歳以下

人
5
0
6
8

　
1

8
Q
回
　
　
2
　
　
0
0
　
7
F
ひ

妻達数

　　　　人

下人2，下女1

下人3，下女1

下人3，下女1

馬

頭
1
1
1
1
1
　
1

1

備考　（主な同居人その他）

　　　（）内は年令

甥独身

甥夫婦

甥夫婦

弟央婦（45，36）その子二人（20，2），

甥（27）。

弟央婦（42，38），長男夫婦次男失心

当主34歳
叔父夫婦（49，42）と子一人。

次郎右衛門名子，甥（26）田戸村へ下
人（1年季）に出す。

次郎右衛門名子，寺に住居。甥同居。

切替畑のみ名諮

長男独身，次男夫婦。三男（26）下人
（3年季）に出す。

切替畑のみ名講

　11
　！！

　！！

　1！

　1！

　11

　ク
　！1

　1一

　ク

天和3年越後国魚沼郡大石村御検地水幌貞享2年堀之内組大石村宗旨控帳北魚郡堀之内町，

宮家文目。

歳
の
可
読
年
齢
者
一
〇
人
を
擁

し
な
が
ら
、
な
お
名
子
藤
右
衛

門
O
・
〇
三
石
と
名
子
新
左
衛

門
○
・
二
二
石
を
抱
え
る
。
藤

劉σ鵬

。
二
一
を
抱
・
え
、
　
一
五
～
山
ハ
○

　
大
石
村
。
こ
こ
で
も
一
〇
石

以
上
の
中
に
複
合
家
族
が
あ
る
。

馬
は
宿
駅
堀
之
内
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
る
が
明
確
な
史
料
が

な
い
。
一
八
・
八
十
の
次
郎
右

衛
門
は
、
一
年
季
奉
公
人
男
旧

し
た
も
の
で
あ
る
。

家
の
擬
態
を
と
っ
た
も
の
で
あ

る
。
千
助
は
宗
旨
御
改
帳
に
名

前
が
な
く
名
請
高
は
ほ
と
ん
ど

全
部
が
新
田
分
に
あ
り
、
同
検

地
帳
内
の
新
田
分
五
石
余
は
寛

文
末
～
延
宝
期
の
開
発
で
あ
る

か
ら
、
千
助
は
入
作
者
が
名
請



右
衛
門
は
次
郎
右
衛
門
名
子
と
し
て
、
お
そ
ら
く
名
請
地
の
他
に
若
干
の
小
作
地
を
耕
作
し
揺
役
を
提
供
し
な
が
ら
、
甥
二
六
歳
を
近
隣
の
田

戸
村
へ
一
年
季
奉
公
に
出
す
。
名
子
新
左
衛
門
は
次
郎
右
衛
門
名
子
で
あ
り
な
が
ら
、
七
・
輝
石
を
名
請
し
た
寺
の
屋
敷
内
に
住
み
、
そ
の
こ

と
か
ら
、
天
和
以
前
の
名
子
の
よ
う
に
、
次
郎
右
衛
門
と
の
み
で
な
く
他
の
高
持
と
の
間
に
も
小
作
関
係
を
推
定
し
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
方
、
天
和
四
年
小
栗
山
村
（
南
魚
沼
郡
六
日
間
）
名
寄
帳
の
末
尾
に
は
、
庄
屋
勘
左
衛
門
名
締
高
一
七
石
面
の
う
ち
一
五
筆
合
計
一
・
八

石
を
定
入
作
と
記
し
て
、
二
人
の
他
村
百
姓
に
小
作
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
部
分
と
、
本
田
百
姓
の
新
田
で
の
持
高
を
名
寄
し
た
部
分
が
付
け
加

え
て
あ
る
。
二
つ
の
綴
じ
加
え
た
部
分
は
、
筆
跡
や
体
裁
か
ら
み
て
名
寄
帳
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
和
検
地

で
の
上
層
農
民
名
請
地
も
ま
た
、
手
作
地
の
み
で
は
な
く
、
他
の
農
民
の
小
作
地
を
含
む
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
石
村
の
二
間
の
名
子
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
名
子
は
、
特
定
の
本
家
に
対
し
て
、
零
細
名
請
地
（
小
作
地
の
一
部
の
名
請

を
認
め
ら
れ
た
場
合
も
名
子
の
新
開
地
の
揚
合
も
あ
る
）
1
龍
駕
、
ま
た
は
小
作
地
一
徳
役
と
い
う
形
で
完
全
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

零
細
名
請
地
ま
た
は
小
作
地
i
徳
役
と
い
う
関
係
を
結
び
な
が
ら
も
、
保
有
労
働
力
の
完
全
燃
焼
を
求
め
て
他
に
年
季
奉
公
人
を
放
出
し
た
り
、

他
の
高
持
の
小
作
地
を
求
め
た
り
し
て
、
少
し
で
も
独
立
生
計
と
独
立
経
営
に
近
づ
く
形
を
と
っ
て
い
た
。

　
五
郎
右
衛
門
は
天
和
検
地
で
は
他
の
名
前
で
名
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
石
未
満
名
請
人
が
＝
一
人
も
あ
り
、
こ
の
う
ち
一
一
人
は
○

・
一
石
未
満
の
切
替
畑
の
み
名
爵
で
貞
享
二
年
宗
旨
御
二
三
に
は
名
前
が
な
い
の
で
、
入
作
老
が
新
開
畑
を
名
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
形
の
零
細
名
請
人
は
山
間
地
の
天
和
検
地
帳
に
は
多
い
。
三
右
衛
門
は
天
和
三
年
に
は
わ
ず
か
○
・
〇
一
石
だ
が
、
貞
享
二
年
に
は
下
人

下
女
を
含
む
九
人
の
大
家
族
に
な
っ
て
い
る
。
天
和
三
年
に
は
他
の
親
族
の
名
請
に
な
っ
て
い
た
高
を
、
後
で
三
右
衛
門
の
名
に
ま
と
め
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
二
村
の
史
料
と
第
三
表
か
ら
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
和
検
地
直
後
の
魚
沼
郡
で
は
、
一
〇
石
あ
る
い
は

二
〇
石
以
上
所
有
の
村
落
上
層
が
、
複
合
家
族
形
態
で
、
と
く
に
魚
沼
郡
で
は
馬
耕
を
と
り
入
れ
て
、
手
作
経
営
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
天
和
検
地
帳
に
出
現
し
た
一
石
未
満
名
請
の
よ
う
な
零
細
名
講
人
は
、
小
作
地
で
経
営
地
を
補
い
年
季
奉
公
人
を
放
出
し
、
中
に
は
、
ま
だ
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上
層
農
と
愈
愈
関
係
に
つ
な
が
れ
上
層
手
作
経
営
を
支
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
、
単
婚
小
家
族
経
営
が
ま
だ
支
配
的
と
な
る
に
至
っ
て
い

な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
さ
ら
に
七
節
で
、
天
和
検
地
前
か
ら
元
禄
期
に
い
た
る
史
料
を
分
析
す
る
中
で
、
魚
沼
・
頸
城
両
翼
全

体
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

　
　
b
　
元
禄
期
に
お
け
る
蒙
数
の
増
大
と
単
婚
小
家
族
化
の
進
行

　
天
和
検
地
実
施
後
、
と
く
に
元
禄
期
に
お
け
る
農
村
溝
造
の
変
化
を
み
る
た
め
に
、
天
和
前
後
に
連
続
し
た
史
料
を
有
す
る
村
に
つ
い
て
、

第
六
～
九
表
に
、
村
高
・
役
家
数
・
名
請
人
数
・
家
数
お
よ
び
一
戸
平
均
家
族
数
を
表
示
し
た
。
こ
の
表
で
牛
馬
に
つ
い
て
記
さ
な
い
も
の
は

有
無
を
確
認
す
る
史
料
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
寛
文
延
宝
期
の
皆
済
匿
録
に
あ
る
零
露
・
名
子
家
の
他
に
、
ほ
と
ん
ど
の
村
は
庄
屋
が
一
間
存

在
す
る
が
、
史
料
で
確
認
し
な
い
も
の
は
庄
屋
を
記
さ
な
か
っ
た
。

　
小
栗
出
（
六
幸
町
）
。
関
東
街
道
の
要
地
お
よ
び
魚
野
川
の
船
着
場
と
し
て
中
世
か
ら
栄
え
た
六
日
町
か
ら
、
　
一
・
五
キ
ロ
程
の
距
離
に
あ

る
。
延
宝
九
年
に
は
、
家
数
一
二
間
＝
戸
平
均
人
数
九
・
四
、
村
総
馬
数
二
八
牛
至
妙
だ
が
、
各
家
毎
の
史
料
は
な
い
。
貞
享
元
（
一
六
八
四
）

　
　
　
　
　
　
　
②

年
の
人
別
万
書
上
帳
に
よ
れ
ば
、
　
「
御
大
名
別
様
御
通
リ
之
刻
ハ
六
目
町
五
日
町
両
宿
場
へ
助
人
馬
出
し
申
し
候
」
と
あ
り
、
こ
の
村
の
馬
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
助
郷
や
宿
場
輸
送
業
務
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
、
魚
沼
郡
全
体
に
こ
の
時
期
馬
が
多
く
農
耕
に
も
利
用
さ
れ
た
。

　
天
和
四
年
に
は
村
高
三
二
五
石
、
名
請
人
二
七
人
そ
の
う
ち
入
作
五
・
寺
一
で
、
村
内
名
請
人
は
二
二
人
と
な
り
、
こ
の
村
で
は
天
和
検
地

で
名
請
人
は
一
人
増
に
と
ど
ま
っ
た
。
検
地
前
五
五
七
石
あ
っ
た
村
高
の
う
ち
、
二
〇
〇
石
前
後
は
新
田
検
地
後
荒
地
と
な
り
、
延
宝
末
年
再

び
開
発
さ
れ
て
今
新
田
一
八
三
雪
余
と
し
て
、
小
栗
山
三
二
五
石
と
別
に
な
り
、
小
栗
山
村
の
田
畑
高
は
天
和
検
地
で
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど

変
化
な
く
、
名
子
・
小
作
人
等
の
新
名
請
人
は
別
帳
に
な
っ
て
い
る
新
田
分
で
増
加
し
た
。
つ
い
で
貞
享
元
年
に
は
家
数
（
本
百
姓
と
付
記
あ

り
）
二
一
間
、
人
数
一
七
三
人
制
、
一
戸
平
均
八
・
二
人
と
な
り
、
ま
だ
複
合
家
族
形
態
が
中
心
で
あ
っ
た
。
家
数
の
変
化
か
ら
み
る
限
り
、

小
勇
山
で
の
天
美
検
地
の
名
請
は
、
複
合
家
族
の
手
作
経
営
と
名
子
層
の
雲
霞
労
働
小
作
地
経
営
と
の
関
係
か
ら
な
る
基
本
構
造
に
大
き
な
変
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第6表　寛文延宝期～元禄期桂村家数家族数の変化・南魚沼郡

年代困副 家数（役家数・名請人数）・馬数 ト芦平均家撚

小
栗
　
山
　
村

寛文4
?宝７
?宝９

V和4
蜍掾@1

ｳ禄14

　　石
T57．4

ｱ
口
3
2
5
．
8
3
2
5
．
8
3
4
5
．
7

足役家7，名子家3，庄屋1
@〃　　　13，　　　ク　　　　3，　　〃　　　1

@〃　13，　〃　3，　〃　1，水呑3，寺1

@　馬2＆牛4
ｼ請人27（その内入作5，寺1，屋敷名請人13）

ﾆ数（本菖姓）21

@　馬16，牛2
{家52，名子家6，組頭1，庄屋L寺1

@　馬43

　人

X．4

W．2

Sマ

思
川
村

天和　1

V和3
ｳ禄12

110．4

V
〃

高持10

ｼ講人12（その内屋敷名請人8）

ﾆ数22 5．0

田
中
村

天和3
ｳ徳5

182．0

N

名諸人24（その内屋敷名訪人1G）

ﾆ数3¢馬⑳牛2 5．8

（参考資料）　○寛文五年「辰之年小栗山村万納方皆済状之事」・延宝八年「未之御年貢米万納方

　皆済目録」，延宝九年「魚沼郡六日町組小栗山村御指出之導砿天和四年「六日町組小栗山村名
　寄帳」，貞享元年「越後国魚沼郡六日町山之内小栗山村人汚珪井：万書上帳」，元禄十四年「六日町

　田畑勲漏村村鑑帳」，南魚沼郡六日町小栗山山田家文書。

○天和元年「魚沼郡塩沢組踊河村万御納所方庭帳」　「松平肥後守預所越後国魚沼郡思用村天知三

亥油入宝暦七最高入文政元寅書入高反別小前帳」，」危禄十二年「宗旨改帳」・南魚沼郡塩沢町思

　川河野家文醤。
○天和三年「越後国魚沼郡田中村御検地帳」，正徳五年「越後照魚沼郡塩沢組国中村同新田差出」，

　南魚沼郡腹沢町南田中南雲家文書。

化
が
な
い
ま
ま
、
小
作
地
の
一
部
や
新
開
地
を
小
作
・
名

子
の
名
請
地
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
天
神
検
地
で

同
居
家
族
・
名
子
等
の
名
請
を
認
め
る
方
針
を
と
っ
た
こ

と
は
、
そ
の
後
彼
等
が
自
立
す
る
契
機
と
な
っ
た
。

　
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）
年
に
は
、
本
家
五
二
・
名
子
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

六
・
組
頭
一
・
庄
屋
一
・
寺
一
合
計
六
一
間
で
、
村
総
人

数
一
八
六
人
（
そ
の
う
ち
僧
四
人
）
馬
数
四
三
頭
と
な
り
、

寺
を
の
ぞ
く
と
一
戸
平
均
家
族
数
四
・
七
人
と
な
る
。
こ

の
間
元
禄
四
年
七
石
八
斗
、
元
禄
七
年
＝
一
石
余
の
新
田

検
地
が
あ
っ
た
。
百
姓
が
四
〇
間
も
増
加
し
、
急
激
に
単

婚
家
族
中
心
の
構
成
に
村
全
体
が
変
化
し
た
。
馬
の
急
増

は
宿
場
六
日
町
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

　
思
川
村
（
塩
沢
町
）
。
六
日
町
の
す
ぐ
南
の
宿
場
塩
沢
か

ら
一
キ
ロ
程
離
れ
、
耕
地
条
件
も
小
栗
山
と
同
様
で
あ
る
。

天
和
元
年
に
は
高
持
一
〇
人
、
天
和
三
年
検
地
で
は
名
請

人
一
二
人
（
そ
の
う
ち
屋
敷
持
八
人
）
で
名
請
人
二
人
増

で
あ
る
。
四
人
の
無
屋
敷
名
請
人
の
う
ち
寺
を
含
む
三
人

は
、
元
禄
一
一
一
（
一
六
九
九
）
年
宗
門
改
帳
と
対
照
す
る
と
、

村
内
名
請
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
一
人
は
村
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越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

内
か
入
作
か
は
不
明
な
の
で
、
結
局
検
地
前
の
高
持
数
か
ら
天
和
検
地
名
曲
人
数
へ
は
一
な
い
し
二
の
増
加
と
な
り
、
村
落
構
造
に
大
き
な
変

化
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
元
禄
一
二
年
に
は
家
数
二
二
間
と
な
り
、
わ
ず
か
一
六
年
間
に
天
和
検
地
名
請
人
か
ら
一
〇
間
も
増
加
し
た
。
天
和
三
年
二
六

・
三
石
名
請
の
忠
右
衛
門
は
、
元
禄
一
二
年
に
は
家
族
数
一
〇
人
で
、
そ
の
う
ち
一
五
～
六
〇
歳
の
も
の
六
人
（
そ
の
う
ち
下
人
下
女
三
）
で
、

依
然
と
し
て
大
家
族
手
作
経
営
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
村
全
体
と
し
て
は
家
族
数
七
人
が
四
手
、
六
人
が
擬
態
、
五
人
が
六
戸
、
四
人
が

五
間
、
三
人
が
三
間
、
二
人
が
一
間
で
村
平
均
は
五
・
○
人
と
な
り
、
単
婚
小
家
族
化
の
方
向
に
向
っ
て
い
る
。
こ
の
村
も
小
栗
山
同
様
、
天

和
検
地
で
は
村
の
構
造
に
大
き
な
変
化
が
な
い
ま
ま
名
請
人
の
微
増
で
終
っ
た
が
、
貞
享
か
ら
元
禄
一
二
年
の
間
に
、
家
数
の
大
幅
増
加
と
単

婚
家
族
化
と
い
う
大
変
化
を
示
し
た
。

　
田
中
村
（
塩
沢
町
）
。
塩
沢
か
ら
ニ
キ
園
丁
南
の
街
道
沿
い
の
田
中
村
で
は
、
天
和
三
年
名
請
人
二
四
（
そ
の
う
ち
屋
敷
精
一
〇
）
で
あ
っ
た

が
、
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
に
は
、
村
高
は
同
じ
で
家
数
三
〇
間
、
村
総
人
数
一
七
四
で
一
戸
平
均
五
・
八
人
、
馬
二
〇
・
牛
革
で
あ
る
。

　
南
魚
沼
盆
地
と
は
異
な
り
、
第
七
表
に
あ
げ
た
北
魚
沼
郡
は
、
谷
が
深
く
寒
冷
で
地
形
も
複
雑
で
小
集
落
が
多
く
、
元
禄
期
の
傾
向
が
若
干

異
な
る
。

　
芋
川
村
（
湯
之
谷
村
）
。
魚
野
川
の
支
流
で
福
島
県
境
か
ら
流
れ
る
佐
梨
川
の
谷
閥
に
あ
り
、
宿
場
堀
之
内
か
ら
一
四
キ
ロ
程
で
あ
る
。
　
一
戸

平
均
＝
・
五
人
と
い
う
延
宝
期
の
家
族
数
と
、
馬
一
戸
平
均
一
・
二
頭
は
、
や
は
り
複
合
家
族
手
作
経
営
の
優
位
を
示
し
て
い
る
。
天
和
検

地
で
は
名
請
人
の
最
低
持
高
が
五
石
器
で
、
名
請
人
数
は
全
く
増
加
し
な
か
っ
た
。
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
、
村
高
は
天
和
と
同
じ
ま
ま
で
、

本
百
姓
一
〇
・
水
呑
二
で
村
総
人
数
一
一
〇
人
と
な
り
、
家
数
は
五
鼎
増
加
し
、
高
持
も
下
聞
増
と
な
っ
た
。
元
禄
七
年
半
上
馬
二
五
頭
は
、

本
百
姓
一
〇
間
に
対
し
て
、
馬
耕
を
中
心
と
し
た
作
業
体
系
で
経
営
が
維
持
さ
れ
た
に
し
て
も
や
や
多
い
が
、
こ
れ
は
こ
の
村
が
上
田
銀
山
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

係
の
荷
継
場
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
正
徳
元
（
一
七
＝
）
年
に
は
、
村
高
は
増
減
な
い
ま
ま
本
家
一
一
、
名
子
四
、
村
総
人
数
一
五
四
人
、
総
馬
数
は
一
三
と
な
っ
た
。
　
一
戸
平
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第7表　寛文延宝期～元禄期各村家数家族数の変化。北・中魚沼郡

陣代困摘 要数（役家数・名請人数）・馬数
i・戸平均家族数

石 人

芋 寛文12 104．0 役家2，名子家1，庄屋：1

延宝9 104．G 役家4，名子家2，庄屋1，　　馬9 11．5

川
天和3 103．0 名請人7（その内屋敷名請7）

村 元禄7 〃 本百姓10，水呑2，　　　　　馬25 9ユ

正徳　1 〃 本家11，名子家4，　　　　　　馬工3 10．2

癒　天和1
村　　天和3

77．9　　役家6，名子家2，庄麗1，　　馬4

89．1　　名請人lG（その内屋敷名詰9）

7．8

　　延宝　4
芦　　延宝7
力
　　　天和　3
崎
　　　貞享　5村
　　　元禄　5

59．4

一一

7Z8

ク

本家12

本家12，名子家1

名請人22（その内政敷名請16，無屋敷寺1）

本家17（その内寺1）　　　　　馬29

本家17（その内寺…1）　　　　　馬20
Q
）
8
7
8（参考資料）　○冤文十三年「子之年御年貢米皆済目録」，（前欠）「午之皆済目録」，延宝九年「御

　公儀様御尋二付差｝盤申帳」，天和三年「越後圏魚沼郡芋川村御検地水帳ふ元禄七年「越後魚沼

　郡小出鵯組芋川村差出帳」，正徳元払「越後国魚沼郡芋川三差出シ帳如」，北魚沼郡湯之谷村芋

　川斉家文書。

○天和光年「越後國魚沼郡広瀬郷下条ノ内三池村郷帳書」，天和三年「越後国魚沼郡三池村御検

　地水帳」，北魚沼郡広神村並柳仲丸家文書。

O延宝五年r辰之御年貢米納方皆済目録」，延宝八年「未之御年貢米万納方皆済目録」，貞享五年

　「越後国御代官所郷鏡帳ひかへ⊥元禄五年「妻単組芦力i剛寸早来品々書付嵩上帳」，中魚沼郡

　津南町芦力崎大口家文書。

　
三
池
村
（
広
神
村
）
。
天
和
元
年
の
村
高
七
七
石
家
二
九
間
か

ら
、
天
和
三
年
目
は
、
村
高
は
本
田
新
田
合
計
八
九
石
と
な
り
、

名
請
人
は
一
〇
人
で
、
検
地
前
の
尊
高
の
名
子
二
人
も
耕
地
屋

敷
を
名
請
さ
れ
、
そ
の
他
に
新
名
請
人
が
一
人
増
加
し
た
が
、

わ
ず
か
一
問
の
増
加
で
は
、
天
和
元
年
の
一
戸
平
均
七
・
八
人

の
家
族
構
成
が
大
き
く
変
化
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
黒
鳥
新
田
（
広
神
村
）
の
元
禄
六
年
史
料
に
よ
れ
ば
、
寛
永

期
以
来
、
竹
村
で
庄
屋
が
村
内
の
役
家
一
間
に
つ
い
て
年
間
四

回
戦
つ
使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
人
足
は
、
　
「
田
打
苅
敷
田
之
草

取
稲
苅
に
遣
来
申
候
」
と
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
も
と
も
と
複

合
家
族
手
作
経
営
と
し
て
、
支
配
下
の
名
子
等
か
ら
下
役
労
働

を
提
供
さ
せ
て
い
た
庄
屋
に
対
し
て
、
一
家
の
労
役
を
特
権
と

均
一
〇
人
の
家
族
員
数
と
、
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
銀
山
が
廃

山
に
な
っ
た
の
に
ま
だ
一
戸
平
均
○
・
八
六
頭
の
馬
を
有
し
た

こ
と
は
、
複
合
家
族
手
作
経
営
の
優
位
は
ま
だ
続
い
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
元
禄
七
年
よ
り
も
馬
が
減
少
し
た
が
、
家
数
は
三

聞
増
加
し
、
一
戸
平
均
家
族
数
は
一
・
一
人
増
加
し
た
。
農
耕

に
も
利
用
さ
れ
た
馬
の
減
少
が
家
族
陰
画
力
増
加
で
補
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
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越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

し
て
与
え
た
も
の
だ
が
、
北
魚
沼
郡
で
は
、
こ
れ
が
元
禄
期
に
も
ま
だ
特
権
と
し
て
庄
屋
の
手
作
経
営
に
使
わ
れ
て
い
た
。

　
中
魚
沼
郡
は
、
信
濃
川
の
河
岸
段
丘
と
小
支
流
の
谷
間
に
集
落
が
あ
り
、
や
は
り
豪
雪
地
で
あ
る
。

　
芦
力
崎
村
（
津
南
町
）
。
中
魚
沼
郡
最
南
部
で
信
濃
境
に
近
く
信
濃
川
の
河
岸
段
丘
に
あ
る
。
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
の
本
家
一
二
・
名
子
家

一
か
ら
、
天
和
検
地
で
、
名
請
人
一
ご
一
大
で
そ
の
う
ち
屋
敷
持
一
六
・
屋
敷
な
し
の
寺
一
と
名
請
人
は
急
増
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
屋
敷
持
一

六
と
十
一
が
、
そ
の
ま
ま
貞
享
五
（
＝
ハ
八
八
）
年
に
本
家
と
さ
れ
た
。
天
和
検
地
の
無
屋
敷
名
請
人
は
、
一
人
が
入
作
で
、
も
う
一
人
が
寺
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
残
り
の
一
石
未
満
の
四
人
に
つ
い
て
は
分
ら
な
い
。
貞
享
五
年
に
は
、
一
戸
平
均
家
族
数
七
・
九
人
で
、
本
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
七
に
対
し
馬
が
二
九
頭
も
あ
り
、
馬
の
多
い
こ
と
は
、
信
濃
川
沿
い
飯
山
道
の
荷
物
輸
送
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
が
、
農
耕
馬
と
し
て
の

意
義
も
無
視
で
き
ず
、
こ
こ
で
も
馬
耕
を
と
り
入
れ
た
複
合
家
族
手
作
経
営
の
優
位
が
推
定
さ
れ
る
。
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
に
は
家
数
は
変

ら
ず
、
村
総
人
数
一
五
〇
人
で
＝
戸
平
均
八
・
八
人
と
増
加
し
、
馬
は
二
〇
頭
に
減
少
し
た
が
そ
の
分
だ
け
家
族
数
が
増
加
し
た
。
こ
の
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
津
南
晦
）
の
他
村
も
同
様
の
傾
向
で
、
元
禄
五
年
魚
沼
郡
妻
有
毒
寺
石
村
有
来
品
々
帳
に
よ
れ
ば
、
寺
石
村
は
高
二
八
石
・
家
一
五
間
で
馬

一
三
頭
・
一
戸
平
均
家
族
数
八
・
七
人
、
弓
手
村
は
家
乗
間
・
馬
五
頭
・
一
戸
平
均
家
族
数
＝
二
・
六
人
、
羽
倉
村
は
家
一
〇
間
（
神
主
一
）
・

馬
七
頭
・
一
戸
平
均
家
族
数
九
・
九
人
、
足
滝
村
は
家
乗
閣
・
馬
六
頭
・
一
戸
平
均
家
族
数
一
一
・
三
人
、
穴
山
村
は
家
三
間
・
馬
二
頭
で
、

一
戸
平
均
家
族
数
一
二
・
三
人
で
あ
る
。

　
こ
の
後
の
変
化
を
追
う
と
、
元
緑
五
年
の
芦
力
崎
村
と
枝
村
小
下
り
・
石
坂
・
城
原
・
百
合
草
叢
と
の
合
計
で
高
一
九
四
石
、
家
数
三
五
間
、

＝
　
平
均
家
族
数
八
・
四
人
で
総
馬
数
三
七
頭
で
あ
っ
た
の
が
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
、
岡
じ
五
力
村
で
家
数
四
一
間
、
馬
一
七
頭
、
一
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

平
均
家
族
数
＝
一
人
と
な
り
、
家
数
が
増
加
し
馬
の
減
少
と
家
族
員
数
増
加
が
あ
っ
た
。

　
第
八
・
九
表
に
野
中
郡
の
史
料
を
表
示
し
た
。
高
田
藩
域
農
村
の
研
究
に
当
り
、
初
期
の
史
料
が
高
田
藩
領
の
中
心
部
で
あ
る
中
頸
城
郡
平

野
部
で
乏
し
い
た
め
に
、
中
頸
城
郡
南
部
や
東
・
西
頸
城
郡
の
分
析
に
よ
り
、
頸
城
郡
全
体
の
傾
向
を
推
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
会
沢
村
（
東
頸
城
郡
松
代
町
）
。
東
頸
城
郡
松
代
・
松
之
山
盆
地
の
最
奥
地
に
あ
る
。
天
和
元
年
以
後
元
禄
期
ま
で
幕
領
で
あ
っ
た
。
天
和
検
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第8表　寛文延宝期～元禄期各村家数家族数の変化　　東頸城郡，申頸城郡東部

睡代1村高
　　　　　　　　　　石

家数（役家数・名請人数）・馬数

　　　延宝　5会
　　　延宝　9
沢　　天和4

村　　元禄15
　　　正徳　5

6
ク
“
8

8
　
7

役家1

役家2
名請人2（その内屋敷名請2）

高持3，高寒雲6

家数9

1・戸勅徽数

　　　　人

6
A
U

8
ρ
◎

六 覧文11 185．3 本家6
万 延宝　6 〃 本家9，名子家3
部
村 天和　4 273．1 名請人15（その内角1敷名子15）

元禄9 〃 高持百姓17，名子6，寺1　牛馬なし 5．1

（参考資料）　○延宝九年r越州頸城郡松之山順見帳会沢村」，天和四年「越後頸域郡松之由会沢

　村御検地名寄帳」，元禄十五年「松野山北組会沢村露呈諸失銭入用割賦帳」，正徳五年「越後属

　i頭城郡松之山北組会沢村宗旨御改帳」，東頸城郡松代町会沢小野島家文書。

○延宝七年「午之納御年貢皆済目録」，寛文十二年「御年貢皆済目録」，天蚕四年「頸城郡美声郷

六万部村御検地名寄帳」，元禄九年「頸城二等郷六万部村指出シ帳」，中頸城郡吉JH町六万部

　石野一文醤。

　
六
万
部
村
（
中
頸
城
郡
吉
川
町
）
。
中
頸
城
郡
東
北
部
の
海
に
近
い
小
盆
地
に
あ

り
、
直
江
津
柏
崎
間
の
街
道
に
近
く
、
直
江
津
港
ま
で
は
＝
ハ
キ
ロ
程
で
あ
る
。

早
く
か
ら
開
発
さ
れ
、
慶
長
検
地
帳
も
あ
る
。
延
宝
六
年
に
は
、
村
高
一
八
五
石

で
本
家
九
・
名
子
家
三
で
あ
っ
た
が
、
天
和
検
地
で
村
高
二
七
三
石
と
大
幅
に
増

加
し
、
名
請
人
は
一
五
人
で
三
人
増
加
し
た
。
一
五
人
全
員
が
屋
敷
名
請
人
で
あ

る
。
村
高
約
八
八
石
の
増
加
に
対
し
て
、
名
請
人
が
わ
ず
か
三
人
増
で
あ
っ
た
。

地
で
は
わ
ず
か
村
高
七
・
八
九
石
で
、
し
か
も
延
宝
と
比
較
し
て
若
干
減
少
し
た
。

こ
れ
は
寒
冷
地
の
た
め
低
く
石
盛
が
な
さ
れ
、
実
際
は
耕
地
面
積
も
生
産
高
も
も

っ
と
多
い
。
天
和
検
地
で
は
、
名
請
人
は
屋
敷
持
が
二
人
だ
け
だ
が
、
五
・
八
石

名
請
の
一
人
は
屋
敷
を
二
つ
名
請
し
て
い
る
か
ら
、
山
間
地
の
た
め
持
高
は
少
い

が
、
畑
地
を
多
く
麿
す
る
複
合
家
族
手
作
経
営
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

後
述
の
大
濁
村
で
、
八
石
余
で
二
〇
人
の
家
族
を
擁
し
た
経
営
と
対
比
し
て
考
え

得
る
。
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
に
は
、
村
高
が
天
和
と
同
じ
で
○
・
六
石
の
高

持
が
一
人
増
え
て
高
持
が
三
人
と
な
り
、
そ
の
他
に
無
高
が
六
人
も
出
現
し
、
そ

の
六
人
が
無
高
で
あ
り
な
が
ら
諸
端
銭
の
う
ち
一
六
文
～
二
八
文
を
負
担
し
、
し

か
も
五
人
組
の
構
成
員
で
あ
る
。
村
の
一
戸
平
均
家
族
員
数
は
八
・
六
人
で
あ
る
。

正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
に
は
、
家
族
は
変
ら
ず
三
間
で
あ
る
が
、
村
の
一
戸
当
り

平
均
家
族
数
は
六
・
○
人
と
減
少
し
た
。
延
宝
期
か
ら
役
家
で
あ
っ
た
二
間
と
も

家
族
数
が
＝
人
で
複
合
家
族
で
あ
る
。
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越後の天漁検地と農村構造の展開（松永）

と
こ
ろ
が
、
元
禄
九
年
に
は
家
数
は
二
四
間
と
急
増
し
、
そ
の
中
に
無
高
名
子
が
六
間
も
含
ま
れ
、
村
全
体
の
一
戸
平
均
家
族
員
数
は
五
・
一

人
と
急
速
に
単
婚
家
族
化
し
牛
馬
は
な
い
。

　
大
錨
村
（
新
井
市
）
。
天
和
元
年
以
後
幕
領
と
な
り
、
貞
享
三
年
か
ら
元
禄
一
四
年
ま
で
稲
葉
氏
高
田
藩
領
と
な
る
。
寛
文
延
宝
期
に
、
高
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

藩
は
頸
城
常
部
に
煙
草
作
を
奨
励
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
正
徳
五
年
明
細
帳
に
は
出
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
史
料
に
は
全
く
出
て
こ
な
い
の
で
、

大
濁
村
で
は
あ
ま
り
栽
培
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
第
一
表
に
示
し
た
ご
と
く
、
こ
こ
で
も
新
田
開
発
が
進
み
、
天
和
検
地
で
村
高
が
一
〇
石

増
加
し
、
延
宝
七
年
の
本
家
一
五
・
名
子
家
父
か
ら
、
天
和
三
年
名
請
人
三
〇
人
（
そ
の
う
ち
屋
敷
持
一
八
人
）
へ
と
大
幅
に
増
加
し
た
。
し

か
し
、
一
石
未
満
が
一
〇
人
、
一
石
以
上
三
石
未
満
が
五
人
と
、
零
細
名
請
人
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
零
細
無
屋
敷
名
請
人
は
入
作
名
請
人
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
九
年
に
は
、
天
和
の
屋
敷
名
請
人
か
ら
五
間
増
加
し
家
数
二
三
間
と
な
る
。
寛
文
四
年
に
は
村
内
で
二
五
・
九
石
が

最
高
で
あ
っ
た
が
、
天
和
検
地
で
は
最
高
が
八
・
四
点
で
あ
る
。
ま
た
家
数
か
ら
み
る
と
、
寛
文
四
年
の
家
数
八
間
が
、
延
宝
七
年
本
家
一
五
、

名
子
家
四
と
な
り
、
天
和
三
年
屋
敷
持
一
八
人
、
さ
ら
に
元
禄
九
年
に
は
家
数
二
三
間
と
、
し
だ
い
に
家
数
が
増
加
し
て
、
複
合
家
族
手
作
経

営
が
鯉
体
し
つ
つ
あ
る
か
に
み
え
る
が
、
元
禄
九
年
の
一
戸
平
均
家
族
数
一
一
人
で
あ
り
、
家
族
諸
豪
〇
人
が
一
間
、
一
九
人
が
一
間
で
、
二

三
間
の
う
ち
一
五
人
以
上
が
六
間
も
あ
る
。
元
禄
九
年
に
も
、
な
お
典
型
的
な
複
合
家
族
形
態
を
残
し
て
い
る
。

　
乙
吉
村
（
新
井
市
）
。
天
和
元
年
以
後
幕
領
、
貞
享
三
～
元
禄
一
四
年
ま
で
稲
葉
氏
領
。
頸
城
平
野
西
南
端
に
あ
る
。
天
和
四
年
名
寄
帳
で
は

名
請
人
二
三
人
（
そ
の
う
ち
屋
敷
持
一
七
）
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
四
年
に
は
高
持
二
六
人
と
な
り
、
こ
の
う
ち
一
二
人
は
天
和
四
年
と
名
前
が

一
致
し
、
そ
の
う
ち
一
石
未
満
が
二
人
で
あ
と
は
二
石
以
上
で
あ
る
。
二
六
人
の
他
に
、
二
人
分
の
高
が
、
何
か
の
事
情
で
三
人
の
分
け
持
ち

預
か
り
高
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
貞
享
元
禄
期
に
、
す
く
な
く
と
も
五
間
の
家
数
増
加
が
あ
っ
た
。

　
今
泉
村
（
上
越
市
）
。
頸
紙
平
野
の
中
央
に
あ
り
、
城
下
町
高
田
と
宿
場
町
新
井
の
中
間
に
あ
り
北
国
街
道
沿
い
で
あ
る
。
天
和
検
地
の
名
品

状
況
は
不
明
だ
が
、
村
高
は
五
四
～
石
か
ら
七
三
一
石
へ
と
急
増
、
耕
地
条
件
に
恵
ま
れ
た
平
地
で
あ
り
、
街
道
の
運
輸
・
商
業
に
関
す
る
日

　
　
　
　
　
　
　
⑩

用
稼
も
考
え
ら
れ
る
。
貞
享
五
年
家
数
六
二
間
の
う
ち
、
誉
田
の
五
人
組
百
姓
が
一
一
間
も
い
た
。
そ
の
後
、
元
禄
＝
年
に
は
高
持
は
一
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第9表　冤文延宝期～元禄期各村家数家族数の変化　　中頸城郡

睡州村濃 家数（役家数・名請人数）・馬数 1・江平徽撚

乙
吉
村

　　　　年
V和　4

ｳ禄4
ｰ保2

　　石
R15．0

V
3
2
5
．
0

名請人23（その内二二名請17）

n揩Q6
{家14，名子無田6

　人

T．1

5
1
1

享
禄

貞
元

今
泉
村

731．0　　家数62（その内西田11）

731．0　庄屋2，本百姓37，名子2，無田7　馬35 Jr．6

8
　
　
8
　
　
6
◎
　
　
6

　
　
　
　
1

文
三
和
禄

寛
廷
天
元

　
桶
海
村

　　　本家　7，　名子家　4

　　　本家9，名子家8
79．0　　名請人28（その内屋敷名匠22）

〃　　　　　二考£宅芝13，　名ニョニ家11 9．0

（参考資料）　○天和四年「（乙吉村名寄帳）」，元禄閥年「越後国主域郡大崎郷乙吉村銘々高寄帳」，

　寛保二年「越後国頸城郡大崎郷乙吉村三指出帳」新井甫乙告浅山家文書。

○貞享五年「越後国頸城郡大崎郷今泉村五人組重」，元禄拾壱年「越後國頸城郡大峰郷今泉村村
　鏡」上越市今泉区有文書。

○寛文八年「高附願書」，延宝九年「皆済自銀」，天和三年置越後国頸域郡桶海嫁御検地水帳」．

元禄十六年「桶海村指墨目上帳」中頸城郡妙高村桶海後藤家文書。

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

二
間
も
減
少
し
、
名
子
無
田
九
間
と
合
計
し
て
総
家
数
四
八
間
、
馬
三
五
頭
で
、

一
戸
平
均
家
族
数
は
五
・
六
人
と
な
り
、
村
全
体
と
し
て
単
婚
家
族
化
し
て
い
る
。

　
桶
海
村
（
中
頸
城
郡
妙
高
村
）
。
天
和
元
年
以
後
元
禄
期
ま
で
幕
領
。
中
頸
城
郡

南
部
の
高
冷
な
台
地
で
あ
る
。
延
宝
八
年
の
本
家
九
、
名
子
三
八
か
ら
、
天
和
三

年
名
請
人
は
二
八
人
（
そ
の
う
ち
髭
敷
持
二
二
人
）
と
急
増
し
た
。
無
屋
敷
名
請

人
の
う
ち
何
人
が
入
作
か
不
明
だ
が
、
元
禄
一
六
（
一
七
Ω
二
）
年
桶
海
勲
等
上
言

　
⑪

上
帳
で
は
、
入
作
は
三
人
で
持
高
合
計
四
石
余
で
あ
っ
た
。
元
禄
一
六
年
に
は
、

本
家
一
三
、
名
子
家
一
一
と
な
り
、
家
数
は
天
和
三
年
屋
敷
名
請
人
か
ら
二
間
増

に
と
ど
ま
る
。
村
高
は
わ
ず
か
七
九
石
弓
で
田
巴
町
七
反
二
三
町
二
反
だ
が
、
下

田
・
下
々
田
が
三
町
三
反
、
下
畑
・
下
々
畑
・
山
畑
が
一
町
七
反
を
占
め
る
。
家

族
構
成
も
、
元
禄
＝
ハ
年
コ
戸
平
均
九
・
○
人
で
、
依
然
と
し
て
複
合
家
族
手
作

経
営
が
多
い
。

　
西
頸
城
郡
は
、
．
海
に
面
し
て
谷
や
扇
状
地
が
多
く
発
達
し
、
中
世
か
ら
集
落
が

多
数
開
か
れ
、
熱
く
か
ら
、
直
津
江
港
糸
魚
川
港
を
通
じ
て
近
畿
北
陸
先
進
地
の

影
響
を
受
け
て
い
た
。

　
蓮
台
等
村
（
糸
魚
川
市
）
。
糸
魚
川
か
ら
一
キ
ロ
程
の
扇
状
地
扇
頂
に
あ
る
。
こ

こ
は
隣
の
一
の
宮
村
と
と
も
に
伊
勢
神
宮
領
で
あ
っ
た
た
め
、
役
家
制
度
も
天
和

検
地
も
な
か
っ
た
。
第
一
〇
表
に
示
し
た
ご
と
く
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
の

名
請
人
三
五
人
、
家
数
一
九
問
か
ら
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
は
高
持
四
六
人
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第10表　蓮台寺村名請人・高持・家数の変化

年　　代　　1村　高1名装入・高持・家数

名請人36

家数　15

名講人35

屋敷持19

高持　46

（その内寺2，入作3）

高持　51

家数　43（五人組）

高持　53

（その内入作16）

　　　石

131．4

157．2

〃
　
　
　
〃
　
　
　
〃

慶長3

寛永16

貞享1

元禄5

（1598）

（1639）

（1684）

（エ692）

元禄13 a7eo）

慶長三年r糸魚川組之内篇城郡上浜蓮台寺村御
検地帳」，建永十六年「高寄帳」，貞享元年「山

圏畑見出シ御年貢目録帳」元禄五年「蓮台寺村

五人組改繍帳」，元禄五年「五ツ九分御物成帳」，

元禄十三年「五ツ九分御物成帳」，糸魚川市蓮

台寺区有文書。

越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

と
な
り
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
に
は
高
持
五
一
人
に
な
っ
た
が
、
同
年
五
人
組

帳
で
は
家
数
四
三
間
で
あ
る
。
寛
永
か
ら
元
禄
ま
で
に
家
数
は
二
倍
以
上
に
な
っ

た
。　

以
上
の
各
半
々
の
例
で
示
し
た
ご
と
く
、
直
江
・
頸
城
両
面
と
も
に
、
元
禄
期

に
な
る
と
一
斉
に
家
数
が
著
し
く
増
加
す
る
。
家
数
増
加
は
、
魚
沼
盆
地
の
関
東

街
道
沿
い
や
、
福
富
平
野
の
北
国
街
道
沿
い
な
ど
で
と
く
に
著
し
く
、
た
と
え
ば

魚
沼
郡
小
栗
山
で
は
貞
享
元
年
か
ら
元
禄
一
四
年
の
間
に
四
〇
聞
も
増
加
し
、
こ

の
家
数
増
加
は
、
一
般
に
単
婚
家
族
化
を
伴
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
頸
城
郡
南

部
や
東
頸
域
郡
お
よ
び
北
魚
沼
郡
な
ど
の
、
と
く
に
深
い
山
間
寒
冷
地
で
は
、
家

数
増
加
が
み
ら
れ
た
も
の
の
単
婚
家
族
化
は
み
ら
れ
ず
　
依
然
と
し
て
複
合
家
族

形
態
が
支
配
的
で
、
信
濃
境
に
近
い
中
魚
沼
郡
南
部
詳
聞
地
で
は
家
数
増
加
さ
え
み
ら
れ
ず
、
複
合
家
族
形
態
で
馬
を
抱
え
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
　
魚
沼
・
頸
城
両
郡
と
も
、
各
村
の
宗
旨
人
別
帳
等
の
人
口
・
家
族
に
関
す
る
史
料
が
一
八
世
紀
後
半
以
降
急
増
す
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

時
期
に
な
る
と
　
山
間
・
平
地
を
間
わ
ず
、
元
禄
期
に
複
合
家
族
で
あ
っ
た
地
域
も
含
め
、
ほ
と
ん
ど
の
村
が
単
婚
家
族
中
心
の
構
成
と
な
る
。

　
　
c
　
農
村
溝
造
変
化
の
要
因
と
特
徴

　
前
節
で
は
、
天
和
以
降
元
禄
期
に
、
魚
沼
・
頸
誌
面
郡
全
体
に
大
き
な
家
数
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
が
、
本
節
で
は
、
こ
の
家
数
増

加
の
要
因
・
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ω
　
分
家
・
名
子
の
独
立

　
増
加
し
た
家
数
に
つ
い
て
、
各
村
の
様
子
を
み
る
と
、
数
石
の
高
を
所
有
す
る
も
の
も
存
在
す
る
が
、
　
一
石
朱
満
の
零
細
高
所
有
者
ま
た
は
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第11表　魚沼郡塩沢村正徳

　　　元年持高階層別表

入数
人

2
3
4
3
1
7
2
4
3
5
3
2
8
1

石 石
70以上　100未満

50ク

30ク
2e　11

10　ix

5　11

1ク

無

70ク
50　l－

30　1！

20　！！

10ク
5　！1

1石〃

鷹r
l可

細
高
持
や
無
高
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、

し
て
分
家
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

○
闘
も
の
急
増
加
と
関
連
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
北
魚
沼
郡
の
芋
川
村
は
、
天
和
三
年
の
名
請
人
七
か
ら
、
村
高
は
天
和
と
同
じ
ま
ま
で
家
数
は
五
間
増
加
し
、
そ
の
内
訳
は
高
持
本
百
姓
三

・
無
高
の
水
呑
二
で
あ
る
。
菓
頸
即
製
会
沢
村
で
は
、
天
和
四
年
名
請
人
二
人
で
あ
っ
た
が
、
村
高
は
天
和
四
年
と
変
ら
な
い
ま
ま
、
元
禄
一

五
年
に
は
○
・
筆
石
の
高
持
が
一
問
・
無
上
が
六
型
、
合
計
七
間
も
増
加
し
、
し
か
も
い
ず
れ
も
五
人
組
の
構
成
員
で
軍
夫
銭
を
負
担
し
て
い

る
。
中
頸
城
郡
六
万
部
村
は
、
天
和
検
地
で
名
請
人
一
五
人
全
員
屋
敷
持
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
九
年
に
は
家
数
は
九
間
増
加
し
、
そ
の
う
ち
六

間
は
無
高
名
子
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
家
数
増
加
に
つ
い
て
は
、
同
居
家
族
や
奉
公
人
の
分
象
、
私
的
名
子
の
独
立
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
南
魚
沼
郡
の
宿
場
塩
沢
村

関
係
の
史
料
の
中
に
、
そ
の
事
情
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
塩
沢
の
正
徳
元
（
一
七
二
）
年
御
仕
置
五
人
組
帳
に
よ
っ
て
第
一
一
表
を
作
成
し
た
。
村
高
九
七
二
石
余
総
間
数
二
〇
一
間
の
う
ち
、
無
高

が
八
一
人
を
し
め
る
。
無
高
の
主
な
る
成
因
は
、
今
ま
で
あ
げ
た
営
々
の
例
か
ら
い
え
ば
、
高
持
の
没
落
で
は
な
く
、
逆
に
無
理
分
家
を
宿
場

　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
い
う
環
境
の
中
で
一
間
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
塩
沢
で
、
元
禄
五
年
～
一
六
年
の
聞
に
高
持
分
家
し
た
一
四
間
に
つ
い
て
の
史
料
が
あ
る
。

　
　
　
無
高
の
も
の
も
多
い
。

瓢　
　
　
　
魚
沼
郡
小
栗
山
で
は
、
貞
享
元
年
に
は
家
数
二
一
間
で
、
＝
　
平
均
八
・
二
人
、
ま
だ

　
　
　
複
合
家
族
形
態
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
一
四
年
に
は
、
合
計
六
一
間
で
一
戸
平
均
四

計　
　
　
・
七
人
と
な
り
、
一
挙
に
四
〇
聞
も
増
え
単
婚
家
族
化
し
て
い
る
。
こ
の
抽
斗
栗
山
の
村

合
　
　
高
三
二
五
石
は
、
わ
ず
か
に
元
禄
四
年
七
．
八
石
、
元
禄
七
年
一
二
石
園
の
、
新
田
検
地

　
　
　
に
よ
る
増
加
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
急
増
し
た
四
〇
戸
の
中
に
は
、
か
な
り
の
数
の
零

　
　
　
　
　
　
　
　
小
高
持
や
無
高
の
者
が
小
作
地
で
経
営
地
を
補
う
形
の
も
の
を
、
～
間
前
と

六
日
町
等
の
宿
場
で
の
運
輸
・
商
業
の
日
用
稼
ぎ
が
彼
等
の
生
計
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
、
四
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越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

一
四
間
は
い
ず
れ
も
五
人
組
に
所
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
当
主
の
弟
に
高
分
け
し
た
も
の
が
一
〇
・
妹
婿
一
こ
」
じ
う
と
一
・
家
来

二
で
あ
り
、
分
与
さ
れ
た
高
は
、
弟
の
場
合
は
葛
石
以
上
が
多
い
が
、
妹
婿
こ
」
じ
う
と
・
家
来
の
各
一
人
は
一
石
以
下
で
、
弟
の
中
の
二
人

も
一
石
以
下
で
あ
る
。
七
九
・
七
石
兵
右
衛
門
か
ら
○
・
二
九
石
を
与
え
ら
れ
た
家
来
九
兵
婿
は
、
　
「
拙
者
夫
婦
永
々
奉
公
黒
駁
有
意
故
去
巳

年
右
翼
拙
者
方
へ
配
当
仕
…
…
高
邑
為
仰
付
」
と
あ
る
の
で
、
家
来
と
は
名
子
の
別
名
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
規
模
の
畑
で
は
独
立
の
農
業

経
営
は
不
可
能
で
、
こ
の
他
に
小
作
地
を
必
要
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
か
ら
本
家
へ
の
徳
役
労
働
か
ら
も
解
放
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

他
の
多
数
の
零
細
高
持
や
無
高
百
姓
も
同
様
な
形
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
分
家
史
料
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、
一
四
間
の
う
ち
、
家
来
す
な
わ
ち
名
子
は
わ
ず
か
二
間
で
、
し
か
も
一
間
は

わ
ず
か
○
・
二
九
石
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
無
論
分
家
の
大
半
は
同
居
家
族
で
は
な
く
、
名
子
の
独
立
や
奉
公
人
の
分
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
弟
は
大
半
が
五
石
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
居
家
族
分
家
の
場
合
も
弟
が
最
も
石
高
が
多
く
格
も
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

こ
の
推
測
は
、
わ
ず
か
塩
沢
村
の
一
部
分
の
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
今
後
、
史
料
収
集
に
よ
る
裏
づ
け
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
塩
沢
で
の
、
こ
の
よ
う
な
零
細
高
持
や
無
配
者
の
多
数
の
増
設
は
、
地
主
－
小
作
関
係
に
よ
る
経
営
の
補
充
の
み
な
ら
ず
、
前
述
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

六
日
町
近
隣
の
小
栗
山
の
よ
う
に
、
宿
場
に
お
け
る
運
輸
・
商
業
に
よ
る
日
用
稼
ぎ
の
存
在
を
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
頸
城
郡
北
国
街
道
沿
い
今
泉
村
の
、
無
田
を
理
解
す
る
た
め
の
参
考
例
と
も
な
る
。

　
②
　
作
徳
地
主
－
小
作
関
係
の
形
成

　
前
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
期
に
急
増
し
た
家
数
の
中
に
は
、
零
細
高
持
や
工
高
が
多
数
存
在
し
て
居
り
、
彼
等
の
生
活
を
支
え
た
も
の

は
小
作
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
天
和
検
地
以
前
か
ら
発
薄
し
つ
つ
あ
っ
た
作
徳
地
主
…
小
作
関
係
が
、
元
禄
期
に
一
層
発

展
し
た
こ
と
が
、
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
史
料
は
小
作
分
家
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑰

　
　
手
形
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
一
拙
者
儀
大
笠
村
半
右
衛
門
名
子
二
紛
糾
御
座
候
、
今
度
大
池
新
田
掛
持
百
生
之
た
屋
守
二
罷
出
申
二
付
而
、
以
来
御
公
儀
様
御
法
度
井
庄
屋
御
ふ
れ
渡
、
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相
背
申
間
敷
候
、
又
ハ
新
田
百
生
中
間
二
て
我
か
儘
成
義
仕
間
敷
候
御
事

一
瓢
左
衛
門
義
代
々
浄
土
真
宗
二
型
無
御
座
候
。
此
上
御
法
度
又
ハ
何
様
之
六
ケ
敷
義
御
座
候
共
、

　
　
元
禄
七
年
戌
ノ
四
月

大
池
新
田
五
郎
右
衛
門
殿

我
等
罷
轟
急
度
繋
縛
可
申
候
、
為
後
日
請
判
傍
如
件

大
濁
村
半
右
衛
門
名
子

　
　
　
小
左
衛
門

　
　
請
人
半
右
衛
門
㊥

　
　
庄
屋
与
右
衛
門
⑰

　
　
　
（
傍
点
筆
者
）
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半
右
衛
門
は
所
有
高
は
不
明
だ
が
、
元
禄
九
年
に
は
家
族
数
が
一
四
人
で
あ
る
か
ら
、
複
合
家
族
手
作
経
営
で
あ
る
。
元
禄
九
年
目
大
濁
村

宗
門
御
漏
帳
に
四
間
の
名
子
が
あ
る
が
小
左
衛
門
の
名
は
な
い
。
元
禄
七
年
に
、
こ
の
手
形
を
出
し
て
大
島
を
出
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
手
形

に
は
、
講
人
の
印
は
あ
る
が
小
左
衛
門
の
印
は
な
い
の
で
、
小
左
衛
門
は
白
濁
村
で
は
高
も
持
た
ず
、
一
間
の
名
子
と
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
半
右
衛
門
が
大
池
新
田
に
所
有
し
た
耕
地
の
田
屋
守
、
す
な
わ
ち
小
作
人
と
し
て
番
小
屋
に
住
み
耕
作
に
従
事
し
、
一
目
の
名
子
と
し

て
大
池
新
田
人
別
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
証
村
で
は
、
元
禄
期
に
家
数
が
増
加
し
た
が
、
そ
の
申
に
は
こ
の
よ
う
な
形
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
節
で
述
べ
た
、
北
魚
沼
郡
芋
川
村
、
東
頸
城
郡
会
沢
、
南
魚
沼
郡
小
栗
山
な
ど
を
始
め
と
す
る
各
藩
々
に
み
ら
れ
た
、
零
細
高
持
や

無
高
の
家
数
増
加
も
、
こ
の
大
濁
小
左
衛
門
の
例
を
参
考
に
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
西
頸
城
郡
で
、
港
町
糸
魚
川
近
郊
に
あ
る
蓮
台
寺
村
で
は
、
元
禄
五
年
に
は
高
持
が
五
一
人
で
あ
っ
た
が
、
同
年
五
人
組
帳
で
は
家
数
は
四

三
間
で
あ
る
。
元
禄
五
年
の
五
人
組
帳
に
あ
る
農
民
で
無
高
が
一
〇
人
あ
る
反
面
、
五
人
組
帳
に
名
前
が
な
く
て
同
年
御
物
感
量
で
高
所
有
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

に
な
っ
て
い
る
も
の
が
一
八
人
あ
る
。
こ
の
中
の
六
入
は
村
外
百
姓
で
あ
り
、
一
八
人
の
う
ち
八
人
の
所
有
高
に
は
、
誰
高
之
内
と
、
今
ま
で

蓮
台
寺
村
五
人
組
所
属
者
の
所
有
高
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
注
記
が
あ
る
。
商
業
経
済
の
浸
透
と
と
も
に
田
畑
売
買
質
入
が
増
細
し
、
新
小
高

持
も
出
現
し
、
五
人
組
百
姓
の
中
に
も
、
無
根
に
な
り
小
作
地
と
運
輸
・
商
業
の
日
用
稼
ぎ
で
生
活
す
る
も
の
が
出
現
し
た
。
貞
享
二
年
糸
魚



越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

川
町
絵
図
に
よ
れ
ば
、
町
の
中
に
も
多
数
の
家
屋
敷
借
名
子
が
居
住
し
て
い
た
。

　
前
述
の
第
五
表
の
大
石
村
の
名
子
や
塩
沢
村
の
家
来
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
、
貞
享
～
元
禄
期
に
も
地
主
－
小
作
の
傍
役
関
係
は
ま
だ
根
強

く
残
っ
て
は
い
た
が
、
作
徳
地
主
i
小
作
関
係
は
、
大
饗
村
小
左
衛
門
や
蓮
台
寺
村
の
例
で
存
在
が
推
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
元
禄
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
、
魚
沼
・
頸
城
厳
寒
に
お
い
て
す
で
に
一
般
的
に
成
立
し
て
い
た
。
北
魚
沼
郡
芋
川
村
の
、
元
禄
七
年
芋
川
村
差
出
シ
帳
に
は
、
次
の
よ
う

に
田
地
小
作
入
上
の
明
記
が
あ
り
、
こ
れ
は
田
に
お
け
る
小
作
地
の
増
加
と
作
徳
の
一
般
的
成
立
を
示
し
て
い
る
。

　
　
一
田
地
小
作
入
上
　
但
畑
小
作
地
ハ
当
所
二
無
御
座
候

　
　
一
上
田
壱
反
二
付
　
入
上
米
五
斗
壱
弐
升
ほ
と

　
　
一
中
田
壱
反
二
付
　
入
上
米
四
斗
六
七
升
ほ
と

　
　
一
下
田
壱
反
二
付
入
上
米
四
斗
壱
弐
升
ほ
と

　
　
一
下
々
田
壱
反
　
　
入
上
米
四
斗
程

　
　
一
年
季
質
物
田
地
五
年
季
、
但
畑
質
物
無
御
座
候

　
こ
の
よ
う
な
山
間
地
の
、
正
徳
元
年
に
も
ま
だ
複
合
家
族
形
態
が
優
位
で
あ
っ
た
よ
う
な
村
で
、
元
禄
七
年
に
お
け
る
田
地
小
作
母
上
の
一

般
的
成
立
は
、
す
で
に
天
和
以
前
か
ら
領
内
全
域
で
作
徳
米
が
成
立
し
始
め
、
こ
の
駕
す
で
に
慣
行
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ

う
な
農
業
生
産
力
向
上
を
支
え
る
農
業
技
術
に
つ
い
て
は
、
陶
史
料
に
「
田
畑
こ
や
し
苅
敷
馬
屋
こ
い
用
申
候
」
と
あ
る
以
外
に
記
録
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
南
魚
沼
盆
地
の
関
東
街
道
沿
い
の
田
中
村
の
、
正
徳
五
年
田
中
村
岡
新
田
差
出
に
も
、
年
季
質
堅
地
の
一
〇
年
季
の
相
場
が
、
上
田

金
三
両
二
分
以
下
、
中
田
・
下
田
・
下
々
田
と
等
級
ご
と
に
記
載
し
て
あ
り
、
地
主
作
徳
分
の
一
般
的
成
立
に
よ
る
質
田
地
相
場
の
成
立
が
み

ら
れ
る
。
肥
料
は
厩
肥
と
智
慮
を
使
用
し
、
ま
だ
金
肥
は
使
用
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
同
じ
史
料
の
中
に
、
村
高
一
八
二
石
の
う
ち
、
近
隣
の

書
沢
村
上
石
・
智
慧
田
村
・
塩
沢
村
へ
合
計
三
〇
石
が
質
地
に
出
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
、
七
〇
石
余
が
「
五
郎
丸
中
野
村
中
村
園
地
年
々
当
村

百
姓
拾
五
人
二
而
出
作
仕
」
と
あ
り
、
田
畑
質
入
の
増
加
に
よ
り
、
村
相
互
の
土
地
所
有
出
入
は
大
き
く
な
り
複
雑
化
し
て
い
る
。
質
入
地
あ
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る
い
は
質
流
地
の
増
加
か
ら
は
、
質
地
小
作
の
増
加
が
推
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
無
量
あ
る
い
は
小
高
分
家
百
姓
激
増
の
基
盤
で
あ
っ
た
。

　
作
徳
地
主
一
小
作
慣
行
の
確
立
は
、
次
の
史
料
の
よ
う
に
、
す
で
に
元
禄
初
年
に
、
近
畿
先
進
地
の
影
響
を
受
け
易
く
農
業
技
術
の
向
上
も

進
ん
で
い
た
西
頸
誠
郡
に
お
い
て
は
、
生
産
高
に
対
し
て
貢
租
の
少
い
一
部
の
有
利
な
田
地
で
、
土
地
売
買
に
際
し
て
、
小
作
人
が
「
定
小

作
」
と
し
て
の
権
利
を
獲
得
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
。
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⑳

　
永
代
売
渡
シ
申
田
地
之
事

　
　
　
　
マ
マ

一
田
百
五
拾
速
苅
　
下
名
土
須
加
平
ト
申
所

　
　
此
高
壱
石
壱
斗
弐
升
弐
合
　
名
立
大
町
高
辻
之
内
　
此
代
金
三
両
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
成
納
壱
石
菖
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
定
小
作
清
左
衛
門
㊥

右
老
御
公
儀
様
辰
之
御
年
貢
御
役
銀
二
行
詰
リ
、
如
此
我
等
持
分
田
地
代
金
三
両
二
永
代
貴
殿
江
売
渡
シ
代
金
髄
二
請
取
申
所
轄
正
也
、
於
織
田
地
場
何
方

之
構
出
入
茂
無
御
座
候
、
来
ル
巳
之
春
汐
高
並
之
御
年
貢
諸
役
等
御
勤
可
被
成
候
、
尤
重
而
此
田
地
少
茂
構
申
言
良
港
問
、
来
ル
巳
ノ
春
左
永
代
其
方
御
支

配
可
被
成
候
、
為
後
日
之
永
代
沽
渡
シ
護
文
傍
而
如
件

　
元
禄
元
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
町
売
主
　
吉
左
衛
門
㊥

　
　
　
　
辰
之
十
二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
庄
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
小
作
人
　
清
左
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
頭
太
郎
右
衛
門
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
十
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
十
左
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
八
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
や
　
弥
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）



越後の天和検地と農村構造の展開（松永）

　
右
の
田
一
五
〇
東
刈
は
、
石
高
壱
石
窯
豊
漁
に
対
し
て
、
物
成
納
す
な
わ
ち
地
主
作
徳
分
と
諸
貢
租
分
と
の
合
計
は
壱
石
弐
斗
で
あ
り
、
実

収
穫
高
は
石
高
を
は
る
か
に
上
圓
っ
て
い
る
。

　
高
田
藩
で
は
、
土
地
売
買
を
禁
止
せ
ず
、
土
地
売
買
証
文
形
式
が
普
通
で
、
土
地
売
却
と
と
も
に
貢
租
負
担
義
務
も
石
高
に
比
例
し
て
買
主

に
移
動
し
た
。
延
宝
九
年
幕
領
と
な
っ
た
後
、
天
和
貞
享
期
の
形
式
は
ま
だ
売
買
証
文
が
一
般
的
だ
が
、
元
禄
初
年
か
ら
は
、
年
季
を
定
め
て

質
入
し
そ
の
期
間
質
取
主
が
耕
作
し
貢
租
を
納
め
る
質
置
証
文
の
形
式
が
領
内
の
各
村
で
一
斉
に
出
現
し
、
こ
の
形
式
の
証
文
は
元
禄
六
～
九

年
頃
か
ら
領
内
全
体
で
急
増
す
る
。
年
季
質
置
形
式
の
貞
享
以
前
の
例
は
、
西
頸
城
郡
能
生
町
島
道
で
、
延
宝
四
年
一
通
・
つ
づ
い
て
貞
享
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
一
通
・
同
二
年
二
通
・
同
四
年
一
通
・
同
五
年
一
通
、
能
生
町
鬼
舞
と
新
井
市
大
顎
で
貞
享
五
年
が
各
一
通
、
中
頸
城
郡
の
六
万
部
村
で
、

天
和
二
年
が
一
通
・
同
三
年
三
通
・
貞
享
二
年
が
一
通
の
合
計
二
二
通
を
、
現
在
筆
者
が
確
認
し
得
た
に
す
ぎ
な
い
。
日
興
と
な
り
幕
府
の
方

針
で
年
季
質
置
形
式
を
命
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
天
和
貞
享
期
に
は
ほ
と
ん
ど
全
部
売
買
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
の
説
明
が
で

き
ず
、
元
禄
期
に
は
以
前
か
ら
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
地
主
作
徳
分
が
各
村
で
一
般
化
し
、
貨
幣
経
済
も
浸
透
し
、
抵
当
物
権
と
し
て
土
地
が
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
証
文
形
式
変
化
の
要
因
で
あ
る
。

　
高
田
に
、
稲
葉
丹
後
守
正
通
が
、
頸
城
・
刈
羽
・
三
島
を
領
し
て
貞
享
三
年
に
入
部
し
、
元
禄
八
年
に
、
里
地
一
・
軽
石
山
地
一
石
以
上
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

本
棟
と
し
そ
れ
以
下
の
高
持
を
名
子
棟
と
し
て
、
本
棟
役
銀
・
名
子
棟
銀
を
課
す
こ
と
に
し
允
が
、
一
・
碍
管
の
持
高
は
あ
き
ら
か
に
小
作
地

に
よ
り
経
営
地
を
補
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
経
営
を
本
聾
す
な
わ
ち
一
間
前
の
共
同
体
構
成
員
と
し
て
認
め
た
も
の
で
あ

る
。　

㈲
　
年
季
奉
公
人
の
出
現
と
減
少

　
さ
き
に
、
第
三
表
で
天
和
検
地
直
後
の
農
村
構
造
を
み
た
が
、
上
層
に
は
複
合
家
族
で
年
季
奉
公
人
や
馬
を
擁
す
る
手
作
経
営
が
存
在
し
、

下
層
に
は
小
作
経
営
と
思
わ
れ
る
下
人
を
放
出
す
る
小
家
族
経
営
が
存
在
し
、
検
地
以
前
の
構
造
は
基
本
的
に
は
変
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
第

三
表
の
奉
公
人
は
一
間
を
例
外
と
し
て
他
は
す
べ
て
年
季
奉
公
人
で
あ
り
、
総
数
二
七
人
の
う
ち
、
譜
代
五
人
・
六
年
季
二
人
・
五
年
季
五
人
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・
四
年
季
二
人
で
、
残
り
は
三
年
季
以
下
で
あ
り
、
譜
代
五
人
を
抱
え
る
一
間
は
、
家
族
数
一
四
人
で
譜
代
下
人
五
人
・
四
年
季
一
人
・
二
年

季
一
人
を
抱
え
て
い
る
。

　
現
存
の
奉
公
人
史
料
に
よ
る
と
、
天
和
元
年
旧
領
と
な
っ
た
後
、
天
和
検
地
を
境
に
し
て
、
旧
高
田
藩
域
で
は
譜
代
下
人
や
質
置
奉
公
人
が

一
斉
に
年
季
奉
公
人
に
変
り
、
と
く
に
一
～
三
年
置
が
多
く
な
っ
た
。
名
子
等
が
放
出
す
る
労
働
力
は
、
数
年
以
内
に
再
び
家
に
も
ど
り
、
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

期
間
契
約
で
家
に
給
金
・
給
米
が
入
り
、
農
業
経
営
と
家
計
を
助
け
る
形
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
幕
府
の
政
策
に
よ
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
高
田
藩
域
で
か
か
る
御
触
の
出
た
証
拠
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
上
層
複
合
家
族
手
作
経
営
の
労
働
力

需
要
と
、
名
子
等
の
下
人
放
出
層
で
の
新
田
開
発
お
よ
び
自
家
経
営
の
労
働
集
約
化
の
進
展
と
の
競
合
に
よ
り
、
慢
性
的
労
働
力
不
足
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
へ
、
天
和
検
地
で
同
居
家
族
・
名
子
・
小
作
の
新
名
請
が
実
施
さ
れ
た
た
め
に
、
名
子
・
小
作
等
の
経
営
自
立
度
が
強
ま
り
、
自
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

経
営
で
の
労
働
力
需
要
が
増
大
し
、
奉
公
人
不
足
が
強
ま
り
、
譜
代
下
人
が
年
季
奉
公
人
に
代
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。
逆
に
、
奉
公
人
給
の

か
か
る
高
騰
が
、
水
田
単
作
地
帯
に
お
け
る
水
田
で
の
、
地
主
作
徳
分
の
一
般
的
成
立
と
絹
ま
っ
て
、
多
数
の
同
居
家
族
・
年
季
奉
公
人
を
抱

え
て
経
営
し
た
手
作
地
を
縮
小
し
て
、
小
作
地
と
し
て
作
徳
米
を
収
得
す
る
形
に
転
換
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
零
細
高
持
ま
た
は
蟻
通
の
小
作
人

分
家
が
元
禄
期
以
降
多
数
出
現
し
、
村
全
体
と
し
て
一
戸
平
均
家
族
員
数
が
減
少
す
る
。
か
く
し
て
、
従
来
中
心
で
あ
っ
た
手
作
地
主
1
小
作

樒
役
関
係
に
対
し
て
、
作
徳
地
主
－
小
作
関
係
が
広
く
展
開
し
始
め
る
。

　
そ
の
際
、
平
地
で
は
元
禄
期
に
は
、
単
婚
家
族
化
と
年
季
奉
公
人
の
減
少
が
同
時
に
進
ん
だ
が
、
山
間
地
で
は
、
経
費
の
よ
り
多
く
か
か
る

年
季
奉
公
人
の
減
少
が
さ
き
に
進
ん
だ
。
東
頸
城
山
間
地
の
会
沢
村
で
は
、
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
家
数
九
間
で
村
の
一
戸
当
り
平
均
家
族
数

は
六
・
○
人
と
減
少
し
た
が
、
延
宝
期
か
ら
役
家
で
あ
っ
た
二
間
と
も
家
族
が
一
一
人
で
複
合
家
族
で
あ
る
が
下
人
は
い
な
い
。
中
頸
城
郡
山

間
地
の
大
急
村
で
は
、
元
禄
九
年
の
一
戸
平
均
家
族
数
一
一
人
で
あ
り
、
家
族
数
二
〇
人
が
一
問
、
　
一
九
人
が
一
闘
で
、
二
三
間
の
う
ち
一
五

人
以
上
が
六
間
も
あ
る
。
典
型
的
な
複
合
家
族
形
態
を
残
し
て
は
い
る
が
、
年
季
奉
公
人
を
抱
え
る
家
は
一
問
も
な
い
。
わ
ず
か
に
家
族
一
五

人
と
一
〇
人
の
二
間
が
、
各
一
人
ず
つ
数
年
前
に
養
女
を
入
れ
た
の
が
扇
に
つ
く
。
年
季
奉
公
人
を
抱
え
る
よ
り
も
、
小
作
地
を
与
え
て
十
徳
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米
を
入
れ
さ
せ
る
方
が
有
利
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
山
間
寒
冷
地
で
は
農
業
生
産
力
が
低
く
、
な
か
で
も
生
産
力
の
低
い
畑
地
が
多
い

た
め
、
地
主
は
年
季
奉
公
人
の
雇
用
を
や
め
て
も
、
複
合
家
族
で
大
面
積
を
手
作
す
る
形
を
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
和
以
後
の
大
濁
の
新

開
は
、
正
徳
元
年
の
見
取
場
一
石
余
の
み
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
貞
享
期
ま
で
多
か
っ
た
年
季
奉
公
人
が
、
元
禄
期
以
降
の
史
料
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
り
、
多
か
っ
た
複
合
家
族
も
、

平
地
で
は
村
に
一
～
二
間
存
在
す
る
二
〇
石
～
三
〇
石
以
上
の
高
持
に
ま
れ
に
あ
る
の
み
で
、
村
全
体
が
単
婚
家
族
化
し
、
こ
の
よ
う
な
上
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

高
持
で
さ
え
、
年
季
奉
公
人
を
抱
え
る
も
の
は
山
間
地
で
も
平
地
で
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。

①
南
魚
沼
郡
六
日
町
小
栗
山
山
田
無
文
雷
。

②
　
南
魚
沼
郡
六
日
町
小
栗
山
　
山
田
家
文
書
。

③
す
で
に
堀
民
隠
代
の
慶
長
期
に
、
藤
高
五
石
に
つ
き
馬
一
頭
の
飼
育
が
命
じ
ら

　
れ
た
と
低
え
ら
れ
、
交
通
が
整
備
さ
れ
た
後
は
、
面
高
百
石
に
つ
き
馬
二
頭
以
上

　
を
飼
育
さ
せ
る
規
定
が
あ
り
、
一
方
農
耕
馬
と
し
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
享
保

　
二
〇
年
塩
沢
組
の
馬
喰
達
に
課
せ
ら
れ
た
馬
喰
役
は
、
総
計
馬
数
一
五
一
八
頭
に

　
の
ぼ
っ
た
。
　
『
南
魚
沼
郡
畑
瀬
』
二
六
五
～
二
七
一
頁
、
七
八
八
～
七
九
〇
頁
。

④
　
陸
奥
会
津
郡
白
峯
・
越
後
魚
沼
郡
上
田
両
銀
山
鑑
、
北
魚
沼
女
湯
之
谷
村
折
立
、

　
寓
永
家
文
書
。

⑤
　
元
禄
六
年
堀
之
内
組
下
条
郷
黒
鳥
新
田
小
掛
り
帳
、
北
魚
沼
郡
広
神
村
並
桝
、

　
山
之
内
家
文
書
。

⑥
　
こ
の
村
は
、
近
世
中
期
以
降
、
飯
山
方
面
か
ら
儒
濃
川
沿
い
に
小
千
谷
・
長
岡

　
方
面
へ
行
く
脇
道
で
、
荷
駄
賃
稼
を
行
っ
た
こ
と
は
確
実
で
　
（
大
口
家
文
書
）
、

　
こ
の
南
約
六
キ
ロ
の
寺
石
村
に
口
留
番
所
が
あ
り
、
近
滋
後
半
期
に
荷
継
場
が
あ

　
つ
た
。

⑦
　
中
魚
沼
郡
津
下
町
寺
石
、
石
沢
家
文
書
。

⑧
中
魚
沼
郡
津
南
町
芦
力
崎
、
大
口
家
文
応
。

⑨
新
井
市
嵩
置
、
豊
岡
家
文
書
。

⑩
北
国
街
道
の
整
備
は
、
光
丘
藩
叡
慮
に
完
成
し
、
各
種
伝
馬
の
賃
銭
が
定
め
ら

　
れ
た
。

⑪
　
中
頸
城
郡
妙
高
村
紅
海
、
後
藤
家
文
書
。

⑫
た
と
え
ば
、
本
節
で
火
家
族
と
し
て
掲
げ
た
霊
力
変
替
寒
村
は
、
宝
暦
五
（
一

　
七
五
五
）
年
に
八
八
間
・
馬
一
七
頭
、
人
数
四
四
三
人
で
＝
戸
平
均
五
・
○
人
、

　
大
二
村
は
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
五
三
間
で
一
戸
平
均
五
・
四
人
、
明
和
八
（
一

　
七
七
一
）
年
六
五
間
・
馬
一
＝
颯
・
三
〇
九
人
、
一
戸
平
均
四
・
七
人
と
な
り
、

　
両
村
と
も
全
戸
が
直
系
親
族
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑬
南
魚
沼
郡
塩
沢
町
思
州
、
河
野
家
文
書
。

⑭
中
世
か
ら
、
関
東
街
道
の
儒
濃
川
渡
河
地
点
と
し
て
発
達
し
た
北
魚
沼
郡
の
小

　
千
谷
は
、
寛
永
一
五
年
新
し
い
町
の
建
設
を
始
め
た
が
、
天
和
三
年
多
数
の
名
子

　
屋
敷
が
記
載
さ
れ
、
名
請
人
一
五
一
人
の
う
ち
田
畑
一
反
未
満
が
五
〇
人
も
い
た
。

　
『
小
千
谷
布
史
上
巻
』
三
七
〇
～
三
八
九
頁
。

⑮
元
禄
五
年
申
年
田
畑
分
ケ
地
黒
願
書
帳
、
南
魚
沼
郡
塩
沢
町
思
川
、
河
野
家
文

　
書
。

⑬
　
六
日
町
は
、
中
世
か
ら
関
東
や
上
・
中
越
へ
の
陸
上
交
通
お
よ
び
魚
野
川
舟
運

　
の
要
地
と
し
て
栄
え
、
松
平
五
識
時
代
に
は
交
通
宿
駅
の
制
度
施
設
が
整
備
さ
れ

　
た
。
延
宝
七
年
越
州
四
郡
信
州
逆
木
郷
高
帳
（
岡
山
県
津
山
市
、
津
山
郷
土
館
蔵
）
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に
よ
れ
ば
、
塩
沢
町
は
酒
屋
弐
間
、
壱
カ
月
に
六
日
陣
立
、
駅
馬
あ
り
、
六
日
町

　
は
酒
屋
三
閲
、
駅
馬
あ
り
、
九
月
一
日
よ
り
五
日
ま
で
市
立
、
毎
月
六
日
あ
て
市

　
立
、
と
あ
り
、
ま
た
廻
文
八
年
に
は
六
日
陀
と
浦
佐
と
が
魚
野
川
の
舟
運
権
を
め

　
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る
。

⑰
新
井
市
大
濁
、
豊
岡
家
文
書
。

⑱
糸
魚
川
市
大
町
、
小
林
家
文
書
。

⑲
　
北
魚
沼
郡
湯
之
谷
村
芋
川
、
星
家
文
書
。

⑳
　
南
魚
沼
郡
塩
沢
町
田
中
、
南
雲
落
文
霞
。

⑳
　
西
頸
城
郡
能
生
町
、
斎
藤
家
文
書
。

⑫
　
島
道
区
有
文
書
。
鬼
舞
、
伊
藤
家
文
書
。

⑱
　
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
論
』
四
八
頁
。

⑳
　
『
訂
正
越
後
頸
城
郡
誌
稿
上
』
九
四
六
頁
。
天
和
元
年
～
元
禄
八
年
問
の
役
家

　
設
置
基
準
は
明
確
で
は
な
い
が
、
高
田
藩
に
準
ず
る
も
の
と
し
た
。

⑱
　
佐
々
木
潤
之
介
氏
前
掲
醤
四
七
頁
。
脇
…
田
修
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
樒
…
造
』

　
二
六
一
～
二
七
六
頁
。
葉
山
禎
作
「
近
世
前
期
の
農
業
生
産
と
農
斑
生
活
」
　
『
岩

　
波
講
座
日
本
歴
史
…
○
・
近
世
H
』
所
版
。

⑳
年
季
奉
公
人
の
雇
用
に
は
、
年
季
奉
公
人
を
雇
用
し
得
る
余
剰
の
成
立
を
前
提

　
と
す
る
。
脇
園
修
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
一
…
四
三
頁
。
本
稿
で
は
、
史

　
料
的
携
約
か
ら
余
剰
成
立
の
分
析
を
な
し
得
な
か
っ
た
。

⑳
　
当
地
域
の
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
の
宗
旨
人
別
帳
に
は
、
奉
公
人
は
ほ
と
ん
ど

　
存
在
し
な
い
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
松
平
光
長
高
田
藩
の
寛
永
期
の
漁
家
は
、
名
子
の
持
高
と
貢
租
を
自
己
名
儀
の
も
と
に
代
塾
し
、
耕
地
の
不
充
分
な
一
部
の
縁
家
や
名
子
を
、

小
作
－
徳
役
労
働
関
係
の
中
に
包
摂
し
、
農
業
生
産
と
生
活
に
関
す
る
族
縁
的
共
同
体
の
よ
う
な
も
の
を
形
成
し
た
。
寛
永
末
年
か
ら
寛
文
延

宝
期
に
か
け
て
、
領
内
で
は
新
田
開
発
と
田
畑
売
買
・
高
分
け
等
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
結
果
役
家
以
外
の
家
族
・
名
子
等
の
新
高
持
が
多
数

出
現
し
た
。
農
業
生
産
の
中
1
5
は
ま
だ
複
合
家
族
手
作
経
営
で
あ
っ
た
。
新
田
開
発
の
進
展
や
技
術
的
進
歩
等
に
よ
り
、
お
そ
く
と
も
寛
文
延

宝
期
に
は
作
徳
米
を
納
め
る
小
作
地
が
成
立
し
始
め
た
。
藩
で
は
、
農
村
の
変
化
に
応
じ
て
、
延
宝
五
年
役
馬
制
度
を
改
訂
し
、
す
べ
て
の
高

所
有
者
を
役
家
と
し
、
無
高
の
中
か
ら
も
名
子
家
を
と
り
立
て
た
。

　
延
宝
九
年
の
高
田
藩
改
易
後
、
幕
府
は
全
領
地
を
幕
領
と
し
、
天
和
二
年
に
精
密
な
検
地
を
実
施
し
た
。
天
和
検
地
は
、
複
合
家
族
手
作
経

営
と
名
子
と
の
樒
役
労
働
関
係
が
根
強
く
残
る
中
で
、
新
し
く
作
徳
地
主
一
小
作
の
関
係
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
容
認
し
て
、
同
居
家
族

・
名
子
等
の
新
開
地
や
小
作
地
を
名
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
地
直
後
に
は
村
落
構
造
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
天
和
検
地
を
起
点
と



し
て
元
禄
期
以
降
全
点
領
で
著
し
く
家
数
が
増
加
し
、
単
婚
家
族
化
が
進
み
、
作
徳
地
主
一
小
作
関
係
が
広
く
展
開
し
た
。
作
徳
地
主
一
小
作

関
係
が
広
く
展
開
し
た
こ
と
が
、
家
数
増
加
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　
幕
府
の
天
和
検
地
は
、
高
田
藩
延
宝
五
年
半
家
制
改
訂
に
よ
る
農
村
構
造
変
化
の
把
握
が
不
徹
底
に
終
っ
た
後
を
承
け
て
、
幕
府
権
力
に
よ

っ
て
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
両
施
策
は
、
寛
永
期
の
役
家
綱
里
下
の
手
作
地
主
1
小
作
篠
役
制
か
ら
、
元
禄
期
以
降
の
作
徳
地
主
一
小
作

制
の
広
範
な
展
開
・
確
立
へ
の
転
換
点
に
位
置
し
、
過
度
的
状
況
に
お
い
て
自
立
し
つ
つ
あ
る
小
経
営
を
で
き
る
だ
け
把
握
す
る
こ
と
を
意
図

し
た
。
ま
た
、
両
施
策
を
経
て
、
家
数
に
よ
る
夫
役
暴
説
負
担
か
ら
、
石
高
に
よ
る
貢
租
夫
役
負
担
へ
の
転
換
が
実
現
し
た
こ
と
が
、
多
数
の

．
地
方
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
鋼
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。
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．tiエ1glished　by　market　days，　commodities　and　marketing　area．　But　after

years　marketing　had　become　more　complicated，　and　“Hstt”　and　“Shih”

．caine　to　mean　market　places．　ln　inarket　places　hovels　had　been　equip－

ped　to　protect　goods　against　weather，　but　gradually　merchants　and

craftsmen　had　settled　there　and　their　landscapes　were　transformed　into

market　town　or　commercial　clty．

　　Many　market　places　were　set　up　by　loeal　gentry　class　who　plotted

to　accumulate　vtTealth　and　to　dominate　local　society，　but　they　functioned

as　central　piace　of　certain　area　ln　which　people　make　a　living，　and

they　organized　economic　units　beyoエ1d　village　boundaries．　Furthermore，

we　can　presume　that　this　economic　unit　become　a　daily　common　area

of　concern　which　lay　the　foundation　of　various　social　areas．

Tennα天和Land　Survey　in　Echigo　l越後and　the　Change

　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Agrarian　Structure

by

Yasuo　Matsunaga

　　Through　Kanei寛永era（around　1620）y盈瑚α役家under　the　rule

of　Takada　Han高田藩was　a　paternalistic　farming　community，　in　which

not　only　the　acreage　and　the　rents　of　Nago名子or　subordinate　peas－

ants　were　represented　by　Yakuya，　but　also　lesser　Yafeuya　and　Nago

were　organized　into　a　tenant　system．　Though　between　the　latter　half

of　Kanei　and　Kanbbln－Enpo寛文・延宝　era（around　1640－1680）there

grew　not　a　few　Sん田島加勉06勉　新高持　or　newly－born　selfsustaining

peasants，　the　agricultural　production　was　mainly　perfermed　by　the　di－

rect　cultivation　of　the　aforementioned　type　of　paternalistic　community．

　　At　latest，　however，　during　Kanbun－Enpo　era　there　developed　some

small　tenants　who　could　yield　rents　called　SakUtoku作徳．　Change　of

characters　lil〈e　this　can　be　observed　in　Tenna　land　survey　which　was

held　in　1682　just　after　Takada　Han　forfeited　The　surveyors　acknowl－

edged　that，　besides　the　traditional　tenant　systern　of　paternalistic　farm－

ing　community，　the　newly－born　tenant　system　between　Safeutoku　land－

lords　and　their　tenants　was　growing　extensively，　and　also　registered

（176）



the　arable．laRd　or　peasants’　holdlng　developed　by　tlte　subordinate　fam－

ily　members　or　tenants　as　norrnal　tenement．

　　After　this　land　survey　was　made，　especially　during　the　following　age

of　Genroku元禄，　the　number　of　fa皿i至ies　Oonsiderably　increased　and　it

seems　to　mean　the　disinteglation　of　the　paternalistic　family　into　small－

er　one．　The　main　reason　of　this　would　be　the　widespread　develop－

ment　of　the　aforementioned　new1y－born　tenant　system　between　Saleu－

toku　landlords　and　tenants．
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